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は じ め に

1997年施行の「臓器移植法」は、その2009年の改正からもすでに10年を超え

た。その間、全脳死を個体死とする脳死説は、医学界では異論がないとはいえ

ないとしても医療実務上は定着したように思われるが、法学界では、とくに改

正後その支持者も以前と比べて増えているとしても、いまだに反対者が少なく

なく、それに対する「社会的合意」の形成も不透明である。その影響もあって

か、改正によって脳死下提供の増加策が講じられたにもかかわらず、脳死移植
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の数も顕著な伸びを示してはいない。英米やヨーロッパ諸国と比較しても、日

本は、その少なさでは群を抜いている。未だ残る医療不信と法学界における多

くの脳死説不支持のみならず、「死」をめぐる考え方に関する文化的・社会的

背景の相違がその遠因であり、あるいは、臓器移植の背後に流れる思想として

の人間機械論ないし臓器を機械の部品とみる功利的思想1）に抵抗があるのかも

知れない。

本稿は、臓器移植と脳死問題について、とくに、ドイツ法との比較の観点か

ら、臓器移植の現状を把握しつつ、その基本理念、法的規制、制度設計などを

考察し、人の臓器を移植するという形態での医療（移植）が、たとえそれが異

種移植や iPS 細胞などの移植による再生医療の発達までの「つなぎの医療」

ないし「つなぎの方策」であるとしても、現在、末期的な臓器不全に悩む患者

を救うために、提供者のリスクや不安を払拭し、患者にとっても安全な移植術

によって難治の病魔に侵された生命を永らえ、生活の質（QOL）を向上させる

移植医療の発達を支える必要があるとの観点から、その法的規制の現状とその

解釈について総合的に考察しようとするものである。

ドイツ法との比較の観点から大きな相違の一つは、ドイツでは、「法律」に

よって制度の枠組みを作り、提供者、レシピエント、移植の待機リストの順、

施術病院、コーディネート組織なども法律によって根拠づけ、規制することに

よって、臓器（組織）移植を法律によって規制しようとするという基本方針に

従うのに対して、わが国では、むしろ、「細かなルールと制裁による対処では

なく、医療関係者の裁量と現場での判断をみとめるゆったりとした仕組みこそ

がふさわしい」2）とされる点である。

その考察の際、臓器移植と脳死説の歴史的発展状況にも意を用い、とくに

2008年の『生命倫理に関するアメリカ大統領評議会白書』3）以降のアメリカの

1) 工藤直志「脳死と臓器移植」佐藤純一・土屋貴志・黒田浩一郎（編）『先端医療
の社会学』(2010年）20頁以下参照。

2) 樋口範雄「臓器移植法改正について」ジュリスト1393号（2010年）46頁。
3) Controversies in the Determination of Death, A White Paper bei the President’s

Council on Bioethics, December 2008,（www.bioethics.gov）；邦訳として、上竹 →
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みならず、ヨーロッパにおける脳死概念に対する論議を踏まえて、特に、脳死

説におけるその判定法についても、また、臓器移植全体についても詳細な規定を

設けているドイツにおける議論4）を参考に詳しく論じる。わが国の法学界では、

脳死概念の根本まで遡る考察は、従来、十分ではなかったと思われるからである。

Ⅰ．臓器移植と脳死論議の史的展開

1．臓器移植術の発展過程

⒜ 従来の四段階の発達過程

1900年以前から以降の臓器移植の発達を四段階に分けて説明することが行わ

れている5）。まず、1900年までは、「実験期」とされる。この時期、多くの臓

器移植実験が失敗している。その後、1900年から1950年までは、「停滞期」で

あり、この時期に身体の拒絶反応がその失敗の理由であると判明した。「再出

発期」（1950年から1960年代末まで）という段階をなすのは、外科的な発展と生物

学の基礎研究ならびに免疫研究の新たな研究成果が活かされるようになった時

期である。1960年代末期から1970年以降が、いわば「普及期」であり6）、免疫
→ 正躬（訳）『脳死論争で臓器移植はどうなるか（生命倫理に関する米大統領評議会

白書）」（2010年）（以下「大統領評議会白書」として引用）参照。
4) わが国の刑法学者によるこれまでのドイツ移植法の研究として、斎藤誠二『刑法

における生命の保護』（1987年）、同『医事刑法の基礎理論』（1997年）81頁以下、
167頁以下、189頁以下、長井圓「Ⅱ．ドイツ」町野朔・長井圓・山本輝之（編）

『臓器移植法改正の論点』（2004年）「第⚒部・比較法」94頁以下所収、臼木豊「「ド
イツ臓器移植法について」同書107頁以下所収。エーザー（講演）「ドイツの新臓器
移植法」同書173頁以下、シュライバー（講演）「人の死はいつなのか？」同書199
頁以下、なお、ヨーロッパ、アジアの諸国に臓器移植法については、町野朔・山本
輝之・辰井聡子編『移植医療のこれから』（2011年）217頁以下。その他、橳島次郎

「外国の移植事情」『脳死・移植医療』（シリーズ生命倫理学⚓）（2012年）233頁以
下、河村博「外国における脳死問題の現状」法律のひろば38巻⚘号（1985年）38頁
以下参照。

5) Katharina Stoecker, Zum Novellierungsbedarf der gesetzlichen Regelungen zur
Lebendspende unter besonderer Berücksichtigung europäischer und internationaler
Vorschriften, Universitätsverlag Göttingen, 2012, S. 13 ff.

6) これ以降の脳死判定の歴史については、唐澤秀治「脳死判定の歴史と現状」前掲
『脳死・移植医療』19頁以下参照。
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抑制術が発展し、移植術が標準治療となった。その時代区分を今日に及ぼせば、

おそらく、2010年頃以降は、臓器移植の「完成期」であり、同時に、「代替医

療への模索期」であろう。

⒝ 古代から実験期（1900年以前）

19世紀以前において、移植手術そのものは、古代インドで2500年前に皮膚の

移植が行われ、それが16世紀にヨーロッパに伝わったのが最初だとされてい

る7）。その後、19世紀における近代医学の誕生以降の「実験期」においては、

1883年にスイスの外科医テオドール・コヒャー（Theodor Kocher：1841-1917)8）

が、甲状腺を除去された青年に甲状腺組織を首の皮膚の下に移植したのが最初

である。彼の移植医学は、アメリカの医学にも大きな影響を与えた9）。

7) Die Geschichte der Organ- und Gewebetransplantation beginnt vor vielen
Jahrtausenden, in : https://www.organspende-info.de/zahlen-und-fakten/geschichte.
html. その後、起源前⚓世紀に古代中国において当時の有名な医師、扁鵲（Pien
Ch’iao＝Biǎn Què：?-310 BC）が二人の傷病兵の心臓を交換して移植しようと試み
たと言い伝えられ、ほぼ同時期に、西洋においては、アラビアで生まれ医師でも
あった双子兄弟の聖人、St. Kosmas と St. Damian の伝説が同様のことを伝えてい
る。白い肌のひとりの男性に、死亡したエチオピア人の黒い肌の男性の脚が移植さ
れたと伝えられている。Vgl. Stoecker, a.a.O., S. 14. なお、中国では、蒲松齢（Pu
Songling：1640-1715年）によって1680年に著された古典的な幽霊話である「聊斎
志異」（Zhai Zhizi Liao）の中で、裁判官が、ある男の心臓を他の心臓に置き換え、
さらに、その妻の醜い顔も美しいそれと交換しようとしたという幽霊話が紹介され
ている（vgl. Lars Hagen, Die rechtlichen und ethischen Probleme der Cross-
over-Lebendspende, 2013, S. 8.）。

8) コヒャーは、ベルン大学医学部を卒業し、博士号取得の後、ベルリン、ロンドン、
パリで研究を続け、1866年にベルン大学で外科の教授資格を取得した。ベルン大学
教授となって、1909年にはとくに甲状腺の研究の分野で最初のスイス人としてノー
ベル生理学・医学賞を受賞した。ノーベル賞受賞者としてのコヒャーの経歴・業績
等 に つ い て は、https: //www. nobelprize. org/prizes/medicine/1909/kocher/
biographical/、その他、ベルン大学のホームページ、Das Online-Magazin der
Universität Bern（2017年⚗月27日）のインタヴュー記事を参照。

9) この間の脳死概念と臓器移植の、日本を含めた世界における発展状況一般につい
ては、小牧徳生「脳死から臓器移植へ」名寄市立大学紀要13〈2019年〉⚗頁以下参
照。
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⒞ 停 滞 期（1900年以降）

「停滞期」と称される時期の始まりとされる1900年には、ABO 型の人の血

液型が、ウィーンで血清学者、カール・ラントシュタイナー（Karl Landsteiner：

1868-1943）によって発見され、輸血が初めて可能となった。角膜移植を成功さ

せたのは、1905年、オーストリア・ウィーンの眼科医エドゥアルト・ツィルム

（Eduard Zirm：1863-1944）であった。その後、犬の前足の移植などの実験も行

われた。しかし、人間の臓器の移植も、免疫の問題を克服できず失敗に終わっ

ていた。1904年には、フランス人解剖学者、アレクシス・カレル（Alexis

Carrel：1873-1944）が、アメリカ人生理学者、チャールズ・クロード・ガト

リー（Charles Claude Guthrie：1880-1963）とともに血管縫合技術を発展させ、移

植術の発展に貢献したが、両人は、1908年には、臓器を低温状態（低体温＝

Hypothermie）に置くと代謝が遅くなることを発見し、これによって臓器の長

期保存が可能となった。1908年、さらに、カレルは、犬の心臓を他の動物の首

の血管に縫合したところ、その心臓は何時間か鼓動し続けた。これによって、

カレルには、1912年にノーベル生理学・医学賞が与えられた10）。

⒟ 再出発期（1950年～1970年頃）

「再出発期」の劈頭に挙げるべきは、フランス人内科・外科医のジャン・ア

ンブルジェ（Jean Humburger：1909-1992）と泌尿器科医ルネ・キュス（René

Küss：1913-2006）である。彼らは、1951年に死者および生者からの八つの腎臓

移植に成功したが、レシピエントは移植後短期間で死亡した。1954年になって、

アメリカ人ジョセフ・E・マレー（Joseph E. Murray：1919-2012）の指導のもと

に行われた腎臓移植は、移植後、長期間にわたって生き続けることを可能とす

るものとなり、マレーには、1990年にノーベル生理学医学賞が与えられた。そ

の移植は、免疫防御プロセスを回避するため、一卵性双生児（Richard および

10) 心臓移植の歴史について、日本語文献として、日本循環器学会「2016年版心臓移
植に関する提言」のなかの「心臓移植の歴史と現状」の項目（⚖頁以下）参照

（www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2016_isobe_h.pdf）、高橋公太「日本における臓
器移植の現状――死体、生体移植、法とガイドライン――」前掲『移植医療のこれ
から』27頁以下参照。
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Ronald Herrick）間で行われて成功したのであった。しかし、60年代に入り、免

疫抑制11）に効く薬剤が開発されて初めて、臓器移植は、成功裡に終る安全な

医療として認知されるに至ったのである12）。

⒠ 普 及 期（1960年代末期以降）

移植術が治療法として注目を浴びて、普及するに至り、「普及期」に入った

と言えるのは、1967年12月に南ア連邦で行われたクリスチャン・バーナード

（Christian Barnard：1922-2001）による心臓移植手術の成功によってである。こ

れについては、心臓移植との関係で後述しよう。この時期の臓器移植の発展・

普及のもう一つの契機は、おそらく1980年代、とくにその後半からの「強力で副

作用の少ない新規免疫抑制剤が開発・市販されるように」なったことである13）。

2．心臓移植と脳死概念の端緒と展開

⑴ 死の定義の初期発展過程

かつて、サヴィニーは、「自然の権利能力の限界としての死は、全く単純な

自然事象であり、……その要素の厳密な認定を不要とするほどである」と述べ

11) 免疫抑制剤の開発は、1958年、シュヴァルツ（Robert S Schwartz）とダメ
シェッ ク（William Dameshek：1900-1969）が、⚖ - メ ル カ プ ト プ リ ン（6-
mercaptopurine）が抗体産生を抑制したことから始まった。画期的な免疫抑制剤
として1970年代に開発されたのは、シクロスポリン（Cyclosporins）である。1976
年にジャン・フランソア・ボレル（Jean François Borel：＊1933）は、製薬会社
Santdoz（今日の Novartis）とともに、その（シクロスポリンＡ）免疫抑制作用を
研究し公表した。1978年，シクロスポリンは、イギリスのロイ・カーン（Roy
Yorke Calne＊1930）によって人間に初めて使用された（高橋公太・前掲『移植医
療のこれから』28頁参照）。臨床研究で素晴らしい成果を生み、1982年にはシクロ
スポリンＡは、サンディムン（Sandimmun）という薬名で市場に出された。移植
数はそれによって急速に増加した。80年代には別の免疫抑制剤も発見され、それ以
降、移植術は、標準治療となった．

12) Yvonne Neuefeind, Ethik, Recht und Politik der postmortalen Organtrans-
plantation - Ein Beitrag zur Novellierung des Transplantationsrechts, (Schriften
zum Gesundheitsrecht, Vol. 51), 2018, S. 37.

13) 杉谷篤「臓器移植の現状と課題――移植医の立場から」『脳死・移植医療』（シ
リーズ生命倫理学⚓）（2012年）68頁、70頁。
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ていた14）。このことは、死という出来事の複雑性は、法の世界では長らく全く

テ－マとなってはいなかったことを意味する。何世紀もの間、心臓こそが、日

常世界でも医学的にも、生命の原動力という地位を占め、魂の宿るところであ

り、その人の誠と道義的統合のシンボルとみられていた15）。現代に至るまで、

死の定義や死の判定は、宗教・医学・哲学など様々な見地から論じられた16）。

14) Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. II, S.
17. Vgl. Gerhard Luf, Anmerkungen zur Rechtsgeschichte des Todes, in : Ulrich
Körtner/Kopetzki, Christian /Müller, Sigrid (Hrsg), Hirntod und Organtrans-
plantation, 2016, S. 20 ; Neuefeind, a.a.O., S. 210 : Urlich Schroth, Die postmortale
Organ- und Gewerbespende, in : Roxin/Schroth (Hrsg.), Handbuch des
Medizinstrafrechts, 4. Aufl., 2010, S. 448. 死の定義・基準をめぐる見解の史的展開過程
については、vgl. Jox, „Hirntod“ : historische Entwicklung, aktuelle Kontroversen
und künftige Perspektiven, in : Kröll/Schaupp (Hrsg.), Hirntod und Organtrans-
plantation, 2014, S. 79 ff. そのほか、Aline Schöller, Der Hirntod als Todeskriterium
und Voraussetzung für eine Organtransplantation : Die Entwicklung der
ethischen Diskussion unter Berücksichtigung aktueller neurowissenschaftlicher
Erkenntnisse, 2015, Diss. Medizinische Fakultät Tübingen, S. 5 ff. それによると、
仮死状態にあるのか本当に死んでいるのかを見分ける必要性は、ローマ時代から感
じられていたという。死体洗浄人（pollinctores）は、当時も死人の名前を呼び、
実際に死んでいるかを確かめたという。18～19世紀の啓蒙時代には、死を確実に判
定し、間違いのないよう、死んだと思われる人の口に鏡をかざし、呼吸によって心
臓の鼓動を確かめることが行われ、また、グラスに入れた水を胸郭の上に置き、隠
れた胸部の動きを確かめようとされた。また、死亡したと思われる者の反応を知る
ため、痛刺激を与え、また、棺に鈴をつけたり、合図できる装置をつけたりして、
葬儀の儀式を工夫したという。

15) Vgl. Neuefeind, a.a.O., S : 210.
16) Müller/Rath, Sterben und Todesfeststellung in der Medizingeschichte, in :

Körtner/Kopetzki/Müller, (Hrsg.), Hirntod und Organtransplantation, 2016, S. 8 ff.
死の定義の歴史的発展については、この文献が短くまとめている。ここでは、簡潔
にその要点を紹介しておく。古代には、ギリシアの医師らにより「死への門戸」と
して心臓・脳・肺の三つの臓器の危機が指摘されることもあったが、医学書より、
むしろ哲学者アリストテレスによって、医学的・自然科学的考察方法につき論じら
れている。アリストテレスは、死を身体と精神の両者を基礎とするものとし、その
宗教的解釈から距離を取っている。中世になっても、医師の役割は、死のプロセス
が始まったときに患者らにそれを告げ、牧師を呼ぶことにあった。中世の死の認定
に関する重要な文献は、14世紀のフランス人医師ベルナール・ゴードン（Bernard
Gordon：1280頃-1320頃）によるものである。脳の疾患を手掛かりに、無意識の →
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まず、古代から中世にかけて、一般的に言って死の基準が示されることはなく、

現象的に死へのプロセスが示され、精神と身体の両面から死の原因が探られ、

また、脳・心臓などの個々の重要な臓器の機能停止が死の原因となるかが考察

された。19世紀になっても一般的な死の判定については不明確とされていた。

20世紀に入り、死の判定は、主として、心臓と循環の停止と呼吸停止の認定を

要求するようになった。

⑵ 脳死説の登場と心臓死説の普遍化

脳死を死とする考え方の登場は、1950年代の後半まで待たねばならない。

1952年になっていわゆる陽圧式人工呼吸器が発明される以前には、心臓の不可

逆的停止が人の「死」であるという見解に疑いを容れる余地はなかった。当時、

昏睡状態にある人が覚醒することは不可能であった。フランスの二人の神経内

科医、ピエール・モラレ（Pierre Mollaret：1898-1987）とモーリス・グーロン

（Maurice Goulon：1919-2008）が、1959年に、ある論文17）の中で、昏睡状態に

→ 深さを決定する規準を適用し、さらに、脈・呼吸停止・聴覚刺激に対する無反応、
触覚や痛覚の欠如の検査を基準としたという。近世において注目すべきは、ヨハ
ン・アウグスト・ウンツァー（Johann August Unzer：1727-1799）が1771年に展
開した段階死および部分死（Stufen- und Partialtod）という包括モデルである。
ウンツァーは、精神的死と、肉体の死・完全死とを区別し、前者は、認知能力の喪
失に関連し、肉体の死は、「魂が抜けること」（Entseelung）に関連するものとした。
ウンツァーは、死を二つのグループに分け、一つは、脳と神経の活動、他は、心臓
とそれにつながる臓器であるとし、両者ともに死の原因であって、それぞれ同等で
ありかつ相互依存するものとしていた。フランス人の生理学者・解剖学者、クサ
ヴィエ・ビシャ（Xavier Bichat：1771-1802）が初めて「脳死」の概念を用いたが、
脳死が心臓停止の原因ではありえないと主張した（X. Bichat, Physiologische
Untersuchungen über Tod, 1912）。つまり、ビシャーは、脳死の「現象」を記述し
たにとどまり、「脳死」が今日にのような意味をもつと認識されたわけではない。
当時、いかにして仮死状態の者と死者とを見分けるかという問題が医師を悩ませて
いたのであって、17世紀から始まった「仮死論争」がいまだ続いていたのであった

（Müller/Rath, a.a.O., S. 14）。19世紀になって聴診器が導入されたが、これをめぐ
る論争が鎮まることはなかった。当時、電気刺激を与えることによって死を間違い
なく診断しようと試みられた。Vgl. auch Gerhard Luf, a. a.O., in : Körtner/
Kopetzki/Müller, (Hrsg.), S. 19 ff.

17) Mollaret P/Goulon M (1959) Le coma dépassé. Rev Neurol (Paris) 101 (1959), →
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陥った患者の脳活動が不可逆的に消失したことを確認し、従来知られていた昏

睡を超えたこの状態を Coma Dépassée（超昏睡）と名づけた18）。超昏睡は、脳

損傷が重症の者に生じ、人工呼吸器によってかろうじて生きているが、これが

死に直結する状態であると解することが、妥当かどうかが問題となったのであ

る。超昏睡においては、脳幹反射の消失した深昏睡に、自発呼吸の消失、多尿

が伴い、また、血圧が持続的にカテコールアミンの投与によって高く維持され

ていない限り、低血圧が伴う。しかも、二人は、このような状態にある患者は、

呼吸が終了し、またはカテコールアミンの投与がストップされると直ぐに死亡

すると指摘したのであった。

⑶ 心臓移植術の確立と脳死

人間からの人間への心臓移植については、前述のように、1967年12月に南ア

連邦でクリスチャン・バーナード（Christian Barnard：1922-2001）によって世界

で初めて移植手術が行われたが、1968年⚘月⚕日にはボストンのハーヴァー

ド・メディカル・スクールの委員会（の13人の委員）が、アメリカの医学雑誌

（JAMA）に、「不可逆性コーマの定義」と題するいわゆる「ハーヴァード報

告」を公表し19）、従来の死の基準である心臓死に代わる、医学の進歩に適応し、

また、臓器提供の明確な基準を定めるに適した新たな基準が必要であり、その
→ pp. 3-15.

両名は、パリの Claude Bernard Hospital で治療を受ける23人の神経損傷をもつ
患者を検査して、「超昏睡」とよばれる病理状態を特徴づけた。すなわち、両名は、
第23回神経学会で彼らの観察したところを公衆に報告し、自発の再呼吸がなく、反
応がなく、すべての脳波（EEG）活動がない状態を伴う、昏睡の回復不能状態を

「超昏睡」（zcoma dépasséz）という用語で呼ぶことを提案し、加えて、法律上の
「死」を決定する権利の概念を導入し、初めて「脳死」に関する議論を導いた。

18) Jox, a.a.O., S. 82. なお、これについて、上竹（訳）・前掲『大統領評議会白書』16
頁以下参照。

19) A Definition of Irreversible Coma, Report of the Ad Hoc Committee of the
Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death, JAMA, Aug 5,
1968, Vol 205, No 6, p. 85 ff. この最初の文が、「我々の第⚑の目的は、不可逆性コー
マを死の新たな基準として定義することである」というものであった。なお、その
歴史的意義については、vgl. The 50-Year Legacy of the Harvard Report on Brain
Death, JAMA Published online Jun 7. 2018.
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基準として「不可逆性コーマ」（irreversible coma）、すなわち、「回復不可能な

脳の障害」を提示した。その基準のもとで、四つの判定要素を示した20）。それ

は、① 受容と反応がないこと（Unreceptivity and Unrespositivity）、② 自発運動

と自発呼吸のないこと（No Movements or Breathing）、③ 反射がないこと（No

reflexes）、④ 平坦脳波（Flat Electroencephalogram＝EEG）である21）。それ以降、

何をもって脳死というか、脳死が人の個体の死であるか否かをめぐって、医学、

法学、哲学などの分野でも争いが巻き起こった。脳死の理解について、1960年

代のドイツでも、脳死は「不可逆昏睡」（irreversibel komatös）と言い表され、

また、「死にゆく者」からの臓器の摘出であり、「死んだ者」からの摘出とは考

えられていなかった22）。前世紀のうちに西欧諸国では、脳死が人の死であると

いう見解が、それぞれの分野でもまた社会的にも受け容れられてきて、それを

基本的に正当とみなす見解が圧倒的に多数であり、原理的な論議は最早起こら

ないかとも思われた。1981年にはアメリカの大統領委員会23）が「循環機能と

呼吸機能の不可逆的停止」と「脳幹を含む全脳機能の不可逆的停止」の二つの

基準の択一的な死の基準とすることを提唱し、脳死基準が定着した24）。

⑷ わが国における脳死論議の展開と臓器移植

⒜ 移植手術と脳死論議の初期展開

このような世界的な流れの中で、わが国においては、いち早く1968年⚘月⚘

20) これにつき、vgl. Jox, a.a.O., S. 82 f.
21) A.a.O., JAMA Vo. 205, P. 85 f.
22) Ludger Frittkau, Beschaffen als Mission. Der TK-Gesundheitsmanager Norbert

Klüsen als Aktivist im deutschen Transplantationssystem, in : Andrea M. Esser/
Antje Kahl/Daniel Kersting/ Christoph G. /W. Schäfer/Tina Weber (Hrsg.), Die
Krise der Organspende : Anspruch, Analyse und Kritik aktueller
Aufklärungsbemühungen im Kontext der postmortalen Organspende in
Deutschland, 2018, S. 21. さらに付け加えると、ドイツでは、臓器摘出が患者を死
に至らせることは意識されていたという。「安楽死と臓器移植は今や結びついてい
る。それらは同じプロセスを表現したものだ」された。

23) The President‘s Commision for the Study of Ethical Problems in Medicine and
Biomedical and Behavioral Research.

24) これにつき、辰井聡子「脳死説の検証」『移植医療のこれから』122頁以下参照。
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日に初の心臓移植手術が札幌医科大学で行われた。この手術をめぐる事件――

いわゆる和田心臓移植事件25）――が、多くの疑惑と悪影響を残し、これが、

わが国の臓器移植手術の以後の発展の大きな障害となった。その事件以後、第

⚒例の心臓移植手術が行われたのは、30年を超える長きに渡る停滞状態の後よ

うやく1999年（⚒月28日）のことであり、それは、1997年に成立した臓器移植

法に基づいて脳死後に大阪大学において行われたものである。

この間、長きにわたる脳死論議26）において賛否両論が激しく戦わされ、「脳

死臨調」の「中間意見」（1991年⚖月）の公表27）に続く「最終答申」28）（1992年⚑

月）によって脳死説が多数意見となったが、国会での臓器移植法の立法過程に

おける人の死の取扱いについても、紆余曲折があった後、平成⚙年（1997年⚗

月16日）に「臓器の移植に関する法律」（臓器移植法）が成立、同年10月16日に

施行された29）。その後、平成22年（2010年）に、移植のための意思表示に関す

25) 心臓外科医・和田寿郎（1922-2011）が、この日、21歳の、事故で溺死した男子
大学生から、心臓弁膜症の18歳の男子高校生に心臓移植手術を実施した。この高校
生は、手術後83日目の10月29日になって、食後に痰を詰まらせ急性呼吸不全で死亡
した。この手術には、この高校生がそもそも心臓移植適応ではなかった可能性も発
覚する等、その適切性について様々な疑惑があり、和田医師は、殺人罪等で刑事告
発されたが、後に不起訴処分となった。しかし、この事件は「和田心臓移植事件」
として、その後約30年にもわたって、わが国の心臓移植と脳死説に対する深刻な懐
疑と不信を残した。植松正／林田健男／上野佐／藤木英雄／福田平・座談会「心臓
移植事件の不起訴処分をめぐって」ジュリスト466号（1970年）48頁、なお、宮野
彬「心臓移植」ジュリスト900号（1988年）166頁以下も参照。

26) 1985年段階での脳死概念について、長野敬「『脳死』の医学的概念規定」法律の
ひろば38巻⚘号（1985年）16頁以下、その人権の観点からの法律家の受け止めにつ
いて論じる。

27) 中間意見を収録したものとして、ジュリスト987号（1991年）30頁以下。これに
関する意見として、松尾浩也「脳死臨調中間意見についての一考察」ジュリスト
987号（1991年）⚑頁以下、丸山英二「脳死臨調中間意見に対する若干の感想」
ジュリスト987号（1991年）14頁以下参照。

28) 加藤一郎・平野龍一・中山研一・石川元也・福間誠之「（座談会）脳死臨調最終
答申をめぐって、特集・脳死臨調最終答申」ジュリスト1001号（1992年）⚙頁参照。

29) わが国における脳死基準の史的展開については、田中丹史「脳死という死の基準
と日本の生命倫理：その歴史的考察」東京医科歯科大学教養部研究紀要47号（2017
年）33頁以下参照。
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る要件を緩和し、本人が意思表示していない場合にも、遺族が書面で提供の意

思を表示している場合には提供できるとする2009年の重要な改正法の発効があ

り、厳しすぎた従来の要件を緩和し、それによって臓器移植の大幅な増加が見

込まれたが、後に見るように、諸外国に比べると、いまだにその施術数は、圧

倒的に少ない。わが国においては、臓器提供が不足していることを原因として、

外国において移植手術を受ける30）ために多額の募金を集めてこれを受けると

いう例が大きく報道されてきた。脳死を前提としない生体腎移植ないし生体肝

移植は、脳死移植と比べると圧倒的多数をなしている。そうだとすると、わが

国においては、移植そのものに対する抵抗は、生体移植が目立って多いことを

勘案するならば、脳死を前提とする脳死移植に対する抵抗と比べて、小さいと

も言えるかもしれない。脳死については、臓器移植法が成立し20年以上が経過

した現在においても、いまだ積極的な「社会的合意」があるというには疑問符

がつくという状況が続いているように思われる31）。わが国においては、脳死説

には社会的合意がないとされた状況から、少なくとも「消極的な」社会的合意

は形成された32）といえる状況にはなっているとも思われるが、脳死説がもろ

30) 2017年の医学論文にも、次のように書かれている。法改正法によって臓器提供者
の年齢制限がなくなったが、「その結果，2016年⚙月末までに15名の児童の脳死臓
器提供があり、11名の児童が国内で心臓移植を受けることができたが、身体の小さ
な小児や、拘束型心筋症など医学的緊急度⚒の状態で心臓移植を受ける必要のある
小児は、未だに海外に一縷の望みをかけて渡航しているのが現状である」とし、

「113名の小児が1984年から2016年⚙月末までに海外で心臓移植を受けた」とする。
「イスタンブール宣言、改正法施行に伴っていったん減少傾向にあったが、小児の
脳死臓器提供の件数が増えないため、2014年には海外渡航する小児が増え、2015年
⚘月に EXCOR〔補助人工心臓駆動装置〕が保険償還されたことにより、さらに海
外渡航移植が増加する傾向にある」という（福嶌教偉「我が国の小児心臓移植の現
状と課題」日本小児循環器学会雑誌33巻⚑号〈2017年〉10頁以下）。イスタンブー
ル宣言については、小林英司「イスタンブール宣言と世界の動向」町野ほか編『移
植医療のこれから』209頁以下参照。

31) 脳死説を採れない様々な根拠を挙げるものとして、光石忠敬「『脳死』と判断さ
れた病人は死んだ人間ではなく、臓器の摘出・移植に対する本人の自己決定は軽視
できない」年報医事法学20号64頁以下参照。

32) 甲斐克則『臓器移植と刑法』（2016年）145頁、200頁参照。これは、改正臓器移
植法の成立以降は、「脳死」を人間の「死」と認める「法解釈」に「社会的合 →
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手を挙げて支持されない状況はどのようにして生まれたのか。それには、「心

理的抵抗」「日本人の死生観」「判定基準に対する疑問」「一般的な医療不信」

などが挙げられる33）。

⒝ 近年における脳死後臓器提供の漸増傾向

このような状況の中で、脳死下ないし心臓死後の臓器移植は、わが国におい

ては、2009年の臓器移植法の改正によって、臓器移植の要件が緩和されたこと

により、従前に比べると、大きく増加した。脳死下の移植については、1999年

および2000年は提供者数ゼロ、その後2010年までの間に、10名以上だったのは、

2006年から2008年の⚓年間のみであるのと比べると、改正後の2010年には29名、

その後、44名（2011年）、45名（2012年）、47名（2013年）、50名（2014年）、58名

（2015年）、64名（2016年）、77名（2017年）、68名（2018年）、98名（2019年）といず

れも40名以上であり、従前と比べると大幅に増加している34）。といっても、そ

の施術例や臓器提供者の数も、－後に詳しく検討するように－他のヨーロッパ

諸国と比べても圧倒的に少ない。死亡後の臓器移植の施術例に関しては、2017

年のドイツ35）、オーストリア36）、スイス37）での施術数は、それぞれ2,765例、

717例、598例であるのに対して、日本では、380例である。死亡後の臓器提供

者数は、ドイツ（797人、人口約8,300万人）、オーストリア（207人、人口約880万

→ 意」がないという主張と解される。
33) これらを挙げるものとして、例えば、中山研一『脳死移植立法のあり方』（1995

年）10頁参照。臓器移植や脳死に関する生命観等の社会的・文化的要因につき社意
識調査に基づいたその特徴に関する研究として、峯村芳樹・山岡和枝・吉野諒三

「生命観の国際比較からみた臓器移植・脳死に関するわが国の課題の検討」保健医
療科学59巻⚓号（2010）304頁以下参照。

34) 峰村ほか・同上。
35) Jahresbericht 2017, Deutsche Stiftung Organtransplantation, https: //www.

organspende-info. de/infothek/statistiken あるいは Statistiken zur Organspend,
https://www.dso.de/uploads/tx_dsodl/JB_2017._

36) Transplant-Jahresbericht 2017, https://jasmin.goeg.at/411/1/Transplant-Jahres
bericht%202017.pdf

37) Zahlen & Fakten zur Transplantationsmedizin, Bundesamt für Gesundheit
(BAG)（https: //www. bag. admin. ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-
fakten-zu-transplantationsmedizin.html）
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人）、スイス（145人、人口約850万人）であるのに対して、日本（人口約⚑億2,600

万人）では、脳死下・心臓停止後を合わせて112人である38）。絶対数および対

人口比で見ても、先の三か国に比べても圧倒的に少ない。その原因は、先に掲

げたような「心理的抵抗」「日本人の死生観」ないし「生命観」39）などに求め

られるのであろうか。それとも、それに加えて、脳死判定や法的な脳死要件の

問題なのであろうか。

このような臓器移植および脳死をめぐる問題点をより深く分析するため、以

下では、移植医療の現状やその実施のための仕組みを、わが国と外国の法制と

現状、とくにドイツのそれらを詳しく検討しておこう。

Ⅱ．臓器移植・脳死論議の最近の展開

1．アメリカ大統領評議会白書（2008年）の衝撃

脳死を人の死とする見解が、アメリカやヨーロッパで法制度上ないし社会的

合意の上でも広く受け入れられていた状況が大きく揺らいだのは、遅くとも

2008年に「死の決定についての論争」（Controversies in the Determination of

Death）と題するアメリカの「生命倫理に関する大統領評議会白書」（The

President’s Council on Bioethics)40）が公表されて以降のことである41）。アメリカ

では、1981年に「死の判定・統一法」（Uniform Determination of Death Act）が

制定され、全脳死が、心臓死と並んで人間の「死」であるとされ42）、それがほ

とんどの州の法制度において死の定義として受け容れられていた。ところが、

38) 日本臓器移植ネットワーク・「移植に関するデータ」における2017年の「臓器提
供数／移植数」（https://www.jotnw.or.jp/datafile/offer/2017.html）。

39) 峰村・山岡・吉野・前掲保険医療科学59巻⚓号304頁以下参照。
40) The President’s Council on Bioethics, Controversies in the Determination of

Death, A White Paper by the President’s Council on Bioehics, December 2008,
www.bioethicsgov. 邦訳として、上竹（訳）・前掲『大統領評議会白書』。

41) これについて、vgl. Deutscher Ethikrat, Hirntod und Entscheidung zur Organspende,
2015, S. 10.（ドイツ倫理評議会「脳死と臓器提供ための決定：見解表明」）。

42) 1981年に National Conference of Commissioners on Uniform State Law により
法律上の死の定義の模範草案が提案された。
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この白書の公表によって、哲学、医学、法学、哲学各分野の従来からあった疑

念が、新たな研究成果に支えられて再燃したのである。

この疑念は、ドイツなどの諸外国にも飛び火して、法制度上もすでに脳死を

もって人の死とし、それを臓器移植の法的基礎としていた諸国でもより深く脳

死について再考することが不可避となった。この再考の動きを示すため、2015

年にテュービンゲン大学医学部に提出された博士論文の「まえがき」を引用し

ておく43）と、「現在の、新たな神経学的知見は、脳死の発生の後、人間の組織

の統合喪失が直ちに生じるわけではないということを教えている。脳死者が、

その循環を一定の時間を超えては維持することができないという憶測に基づく

事実も、説得力のある疑念に晒された（「生命倫理に関する大統領評議委員会」

〈2008年〉90頁）。これによって、脳死基準を改めて議論する必要が生じている」。

このような認識を踏まえた、ドイツ等における脳死の新たな定義やその問題点

については、後に詳しく考察する44）。

2．臓器移植法における「脳死」規定の問題点

わが国において法が脳死をどのように定めたのかは、脳死に関する改正され

た臓器移植法⚖条から一義的に解釈されるわけではない。改正臓器移植法⚖条

では、「……移植術に使用されるための臓器を、死体（脳死した者の身体を含む。

以下同じ。）から摘出することができる」（⚑項）とし、「前項に規定する『脳死

した者の身体』とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと

判定された者の身体をいう」と定義された（⚒項）。この改正により、従来⚖

条⚒項にあった「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されるこ

ととなる者であって」という文言が削除されたため、臓器移植に使用するため

に必要な脳死判定ではなくても、「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止す

43) Aline Schöller, a.a.O., S. 1.
44) すでに1960年代末から論議が始まり、脳死臨調での議論や、1997年の臓器移植法

の成立および2008年の臓器移植法改正に伴う議論を経て、無数の論文・著書が著さ
れ、あらゆる論点についてすでに論じ尽くされている感のある本テーマをなお論じ
る本稿の意義は、これらの新たな知見に基づいて脳死論を再考する点にある。
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るに至ったと判定された」場合には、これによって、死亡したものと判定され

る可能性が認められることになったともいえる。例えば、人工呼吸器によって

延命措置を受けている者が、生前脳死判定を書面で希望しており、家族もそれ

を認めていたとき、脳死判定の後、人工呼吸器を停止することは、臓器移植を

前提としない脳死をも認めるなら許されることになり、しかも、⚖条が脳死を

一般的に定義したのであれば、臓器移植法の要件としての本人の同意や家族の

同意を経ずとも、臓器移植以外の目的で、医師が脳死判定を行えば、死亡した

ものと判断しうるとも解釈できないことはない。もとより臓器移植法では脳死

「判定」は、提供者の同意ないし家族の同意があるときにのみ、行なうことが

できる（⚖条⚓項）のであるから、医師は、そもそも法がとくに許容しない限

り脳死判定ができないと解釈することもできる。脳死判定ができるかどうかも、

提供者ないし家族の意思に委ねられているのであれば、同意がなければ、脳機

能の不可逆的停止、すなわち「全脳死」を判定できないのであるから、それ自

体としての脳死には到達できないことになる。このような個人の意思による選

択的脳死は、脳死を相対化するものであって、脳死支持説からは不徹底極まり

ないということになる。そもそも臓器移植法では、「脳死は、人の死を意味す

る」と定義しているわけではなく、⚖条は、臓器移植目的がある場合、人の死

（心臓死ないし真の脳死）という真の死の前段階の仮死状態たるいわゆる「脳死

状態」を一定の要件の下で人の「死」と推定ないし擬制してそれを正当化した

と解する（心臓死説の）余地が全くないとは言い切れないからである。そうだ

とすれば、脳死者からの移植を合法をと認めた臓器移植法を援用してもなお、

死の定義の解釈の統一が明白になったとも言えず、それに対する確定的な社会

的合意の形成の状況も、20年前と比べて大きく変化したと言いうる状況である

かは疑問というべきであろう。

Ⅲ．脳死説への批判とその現状

他方で、外国に事情に目をやると、わが国の臓器移植法立法当時は、諸外国

における揺ぎなき圧倒的通説とされた「脳死説」「全脳死説」が、先に一言し
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たように、2008年以降、その揺れの震源地となったアメリカ合衆国のみならず、

ヨーロッパ諸国においても全脳死説に疑問が唱えられるようになった45）。わが

国でも「近年、医学的知見に基づく脳死説への疑念は臓器移植法立法当時より

も高まって」いるとの指摘46）もある。

1．アメリカ合衆国大統領評議会・生命倫理白書

アメリカ合衆国においては、2008年12月の「死の定義をめぐる論争」と題す

る前述の大統領評議会の白書47）の中で、脳死に関する神経学的基準たる全脳

死の「法的・倫理的正当性をめぐる論争が起こり、従来の臓器移植に一石を投

じる事態」が生じ、動揺を与えた根拠等に入念に検討を加えようとしたので

あったが、これについて以下でなお詳しく検討しておこう。

2．全脳死説と心臓死説の対立の新たな様相

対立したのは、次の二つの立場である。すなわち、脳が身体・精神等あらゆ

る組織の統合機能をもつのであるから、全脳機能の不可逆的停止たる全脳死

（全脳不全）が人の死であるという「全脳死説」に対して、生物の生存に大きな

影響を及ぼすのは、脳が中心的な統合機関の役割を果たすからではなく、むし

ろ「体の総体的な統合性」48）が保たれている限り、死亡したとは言えないとい

う立場である。全脳機能が不可逆的に停止しても、統合システムが崩壊せず、

機能している間は、その個体の「死」ではないとするのである。

このような従来疑いもなく通説であった脳死説に、揺らぎが生じたのはなぜ

であろうか。それは、全脳死（全脳不全）、すなわち、大脳・小脳・脳幹のあら

ゆる脳機能の不可逆的停止の後にも、人工心肺機の助けを得て何日間も一定の

身体の機能が保持され、外観からは生きているかのように見えるいわゆる「長

45) アメリカでの論争に状況については、児玉聰「近年の米国における死の定義をめ
ぐる論争」生命倫理18巻⚑号（2008年）39頁以下参照。

46) 辰井聡子「脳死説の検証」前掲『移植医療のこれから』121頁。
47) 上林（訳）・前掲『大統領評議会白書』参照。
48) Alan Shewmon の見解である。前掲『大統領評議会白書』66頁以下参照。
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期脳死」の事例が頻繁にみられるようになったことによる。一例を挙げると、

脳死に至った者の心拍は、通常、⚒日から10日で停止するが、それまでは、ま

だ駆動している。また、特に小児については集中治療技術によらなくても脳死

判定後長期生存を続ける例が報告され、妊婦が脳死と診断されてから最大107

日間後に出産したという事例報告もある。さらに尿崩症を示さない脳死者がい

ること49）も指摘される。そこで問題は、そもそも脳死時点を明確に知ること

ができるのか、果たして全脳死が人間の個体死という見解は正しいのか、脳死

説が、脳が人間の生体の全機能を神経学的に見て統合しているとする見解は正

当なのかが問われることになり、先に掲げたような新たな二つの見解に分かれ

る対立が生まれたのである。

第⚑の立場50）は、神経学的基準に生物学的根拠はあるとするもので、統合体

としての生体が全脳機能の停止により自発呼吸を内的に駆動させる（呼吸衝動）

能力を失ったとき、死亡すると考える立場であり、倫理評議会の多数説（全脳死

説）である。第⚒の立場51）は、神経学的基準には生物学的根拠はないとしなが

ら、全脳死状態にある人が死んでいるのかを疑う十分な根拠があるとし、倫理的

には、このような人を生きている者として扱うことが妥当であるとする立場（心

臓死説）である52）。この心臓死説をとった場合、臓器移植を実施するには、二つ

の選択肢があるという。第⚑は、死亡していなくても、臓器提供を認めるという

立場（いわゆる心拍性提供＝heart-beating-donation を認める立場）を採ることである。

第⚒は、心停止提供のみを認める立場であるが、その心停止は、コントロール

されたものであってよいとするものである（操作的心停止後提供＝c-DCD）。

多数説である第⚑の立場が、従来の「体性統合の喪失」ないし「統合体とし

ての生体」という考え方に新たに付け加えたのは、生体が基本的で重要な働き

49) 前掲『大統領評議会白書』50頁、57頁参照。
50) 『大統領評議会白書』では、第⚑の立場と第⚒の立場の論述の順序が本稿とは逆

転している。本稿では、小数説を先述した（同所70頁）。
51) 『大統領評議会白書』⚔頁。
52) この立場は、「心肺機能の不可逆的停止」を人の死とするので、ここではわが国

で一般に用いられている「心臓死説」という名称を用いた。
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（Work）をしているという根拠である。「その働きとは、外界との必要に迫ら

れた生体の交換作用よって達成される自己保存作用である」53）。それは、次の

三つの基本的能力に依存する。「① 外界に向かっての開放性、つまり、取り巻

く環境からの刺激やシグナルの受容能力、② 必要なものを選択して獲得する

ために外界に働きかける能力、さらに、③必要とするもの、そして、その開放

性に基づいて入手可能と分かったものを手に入れるため必要な行動をとるよう、

有機体を駆り立てる基本的欲求である」54）。

以上で、問題状況の理解を図るため脳死をめぐる基本的論点をまとめたが、

この論点には後にドイツにおける見解を通じて（とくに連載（⚒）「Ⅵ．ドイツ語

圏における最近の脳死論議」において）なお詳しく論及する。

3．ヨーロッパ、とくにドイツ語圏諸国における対立する見解

このような論争は、ヨーロッパの脳死論議にも大きな影響力を発揮し、以後、

これをめぐって論争が拡延することになる55）。

この論争は、ドイツ56）、オーストリア57）、スイス58）などのドイツ語圏の脳

53) Controversies in the Determination of Death, S. 60 f.〔訳〕72頁以下参照。
54) 同上61頁、〔訳〕73頁。ドイツ語文献でも、この三つの基本的能力は強調されて

いる。Schöller, a.a.O., S. 93.
55) わが国におけるこの論争の影響を受けた研究論文として、峯村優一「米国におけ

る脳死論争の実体概念の分析」生命倫理24巻⚑号（2014年）32頁以下。脳神経科学
上の脳死論争を、賛成派であるジェームス・バーネットとハンチは、アラン・
シューモンの見解に焦点を合わせて考察する（同33頁）。シューモンの理論につい
て詳しくは、当該論文35頁以下参照。さらに、田中丹史・前掲東京医科歯科大学教
養部研究紀要47号33頁以下も参照。

56) Deutscher Ethikrat, Hirntod und Entscheidung zur Organspende - Stellungsnahme,
24. Februar 2015.

57) FASIM (Federaton of Austrian Soceties of Intensive Care Medicin,
Empfehlungen your Durchführung der Todesfeststellung bei einer geplanten
Organentnahme nach Hirntod durch Kreislaufsstillstand, Entsprechend dem
Beschluss des Obersten Sanitätsrates vom 16. November 2013, https://transplant.
goeg.at/sites/transplant. goeg.at/files/2017-06/Empfehlung.

58) Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) https://
www.samw.ch/de/Publikationen/Richtlinien.html.
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死の定義にも飛び火した結果、それぞれの諸国でも、これに対する見解や法制

度の改革がなされるに至った59）。その対立の要点は、アメリカ合衆国において

対立した二つの見解をめぐるものであり、先に述べたように、全脳機能の不可

逆的停止（全脳の不可逆的心機能不全）と定義される全脳死を人間の死の時点と

する全脳死説が、人工呼吸器によって心肺循環機能が支持されている状態の患

者の全脳の不可逆的機能停止の時点を診断することが困難であることに由来す

る。全脳死の判定が困難であるとすると、死亡が確実に判断できるよう心拍の

停止した者、ないし一旦心肺機を停止させて、心肺停止を確認してからの臓器

の摘出のみを認めるとするか、死亡した者とは判断できなくても、その者の生

前のないし家族の「同意」があれば、臓器移植を認め、いわゆるデッド・ド

ナー・ルール（死亡ドナーの原則）を廃止するかである。この点は、後に詳しく

紹介するようにドイツとスイス・オーストリア両国の対応は異なっている。

4．わが国の脳死論議に対する影響

このような海外の脳死説に関する動静60）は、わが国の脳死説の評価に対し

どのような影響を及ぼしたのであろうか。臓器移植立法における「脳死」を受

け入れた条文の解釈において、いまだ脳死を個体の死としないで、緊急避難

論61）などの正当化事由を援用するような理論をとる説が有力に唱えられてい

59) これらの論議の再燃を受けてドイツ倫理評議会は、2011年秋に、脳死をテーマと
する一連の「生命倫理フォーラム」を開催するに至り、また、その論議の結果、そ
れが臓器移植法（⚒条）の改正にもつながったのである。Vgl. a.a.O., Deutscher
Ethikrat, Hirntod und Entscheidung zur Organspende, S. 11.

60) わが国におけるヨーロッパにおける脳死論議について、甲斐・前掲『臓器移植と
刑法』159頁以下、アメリカ・ドイツの脳死論議について、中山研一「アメリカお
よびドイツの脳死否定論――外国における脳死論議の新しい動向」法律時報72巻⚙
号（2000年）54頁以下参照。

61) これに関する基本的観点について、山中『刑法総論』（⚓版・2015年）546頁以下
参照。生命対生命などの同価値の法益に関する緊急避難については、正当化事由で
はなく、責任阻却事由だとする有力少数説があり、同書はこれに従う。さらに、同

「臨死介助における同一法益主体内の利益衝突について――推定的同意論および緊
急避難論の序論的考察――」近大法学62巻⚓=⚔号（2015年）299頁参照。
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る現状から見ても、また、わが国の従来の経緯から見ても、これが脳死説の根

拠を補強する契機とされることはほとんどなかったと思われる。むしろ、その

ような動向は、わが国においてこれを強い心臓死説の再確認のための論拠の一

つとされる可能性の方が大きかった62）。この本質論からは、むしろ、脳死を死

と同義語として捉えず「死」の二重基準を肯定し、脳死を「予後の不良」だと

解する見解も唱えられ63）、むしろ、脳死説に論拠を与える効果があったのは、

脳死をめぐる本質的議論ではなく、2009年の臓器移植法改正であったように思

われる。

そこで、全脳死説が、このような脳死説への批判やその弱点の自覚に接して、

脳死の本質論64）について、改めて詳しく考察を加えておくことが、重要な課

題であるが、ここでは、まず、脳死説が揺らぐ原因に注目して、脳死論議はな

ぜ明確な決着を見ることなく、何十年もの間争われ続けているのかを考察して

みると、その原因は、大きく見て ① 脳死の判定が可視的ではないこと、これ

との関係で、② 脳死者が人工心肺機の作動によって、従来の死者の特徴であ

る感覚的な死と様相を異にしていること、③ 移植が成功するためには、心停

止後、血液灌流が止まることにより、いわゆる温阻血性障害が生じ、移植後の

臓器に障害が発生することを避け、移植の成功率を高めるには、心停止後、な

るべく早急に移植しなければならないこと。④ もともと全脳死、すなわち全

能機能の「不可逆的」停止の定義における「不可逆性」の要件は、その論理的

な中核はいわば事後判断であり、事前的には、将来の出来事の「予測」ないし

現在の事象の「推測」でしかないことである65）。

62) 会田薫子・前掲『脳死・移植医療』179頁以下、186頁以下参照。なお、2010年段
階で厚生労働省研究班における臓器提供部病院の医療従事者に対するアンケート結
果では、「脳死は人の死の妥当な判断基準である」とする回答は39％にすぎない。
ヨーロッパでは約82％とされる（谷澤・前掲『脳死・移植医療』125頁）。

63) 会田薫子・前掲186頁参照。
64) 医学上の脳死の概念に関するわが国の文献として、一例を挙げると、有賀徹「脳

死概念について」日救急医会誌1995年号121頁以下参照。
65) 有賀徹「脳死の概念について」日救急医会誌1995年⚖号121頁以下では、「脳死と

は時間経過を含めた臨床診断学的手法により、脳機能の不可逆的な停止状態を診 →
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これを踏まえて、脳死問題をめぐる海外の議論を、後にさらに詳しく検討し、

以下で、解決の糸口を探るが、その前にまず、臓器移植をめぐるその他の重要

な問題点につき考察しておこう。

Ⅳ．臓器移植をめぐるその他の主要論点の概観

1．臓器移植の基本理念と関係者の責務

わが国においては、1997の臓器移植法66）の成立以降、2009年にその改正67）

→ 断する臨床神経学的概念である」とする。
66) 臓器移植法の成立については、ジュリスト「特集・臓器移植法」所収、〈座談会〉

島崎修次ほか「臓器移植法をめぐって」ジュリスト1121号（1997年）⚔頁以下所収
の各論稿、平野龍一「三方一両損的解決――ソフト・ランディングのための暫定的
措置」30頁以下、伊東研祐「『死の概念』39頁以下、宇津木伸「提供意思」46頁以
下、長谷川友紀「臓器移植法の運用と課題」54頁以下参照。さらに、特集「臓器移
植の現状と課題」ジュリスト1264号（2004年）⚖頁以下所収の各論稿、大島伸一

「臓器移植法の⚖年――臨床面から振りかえる」⚖頁以下、井田良「脳死と臓器移
植法をめぐる最近の法的諸問題」12頁以下、佐藤雄一郎「提供意思――提供先の指
定および本人に能力がない場合の提供について」22頁以下、小中節子「コーディ
ネーターから見た臓器移植法の⚖年」28頁以下。水越治「臓器移植法の施行と残さ
れた問題――医学からのコメント」法学セミナー517号（1998年）27頁以下、唄孝
一「脳死論議は決着したか――臓器移植法の成立」法律時報69巻10号34頁以下、大
塚泰司「臓器移植法をめぐって」成城法学57号（1998年）⚑頁以下参照。資料集と
して、町野朔・秋葉悦子（編著）『脳死と臓器移植』（第⚓版・1999年）がある。

67) 改正前の法の問題点、改正の要点・経緯などについては、仁田山義明「『脳死は
人の死』という考え方を前提に、本人の意思が不明でも遺族の承諾により臓器摘出
が可能に――併せて親族への優先提供の意思表示等の規定を創設」時の法令1849号
43頁以下、前掲『移植医療のこれから』（2011年）、町野朔・長井圓・山本輝之（編
著）『臓器移植法改正の論点』（2004年）、ジュリスト「特集・臓器移植法改正」
1393号38頁以下、樋口範雄「臓器移植法改正について」同38頁以下、有賀徹「臓器
移植法改正－救急医療の現場から」同48頁以下、福嶌教偉「臓器移植法改正－移植
医療の現場から」55頁以下、芦刈淳太郎「臓器移植法改正コーディネーターの現場
から」同61頁以下、刑事法ジャーナル「特集・改正臓器移植法の成立」刑事法
ジャーナル20号⚒頁以下参照（町野朔「臓器移植法の展開」同⚒頁以下、城下裕二

「改正臓器移植法の成立と課題」同11頁以下、古川俊治「臓器移植法の改正と医療
現場」同18頁以下）、中山研一「迷走した臓器移植法の軌跡」法学セミナー517号

（1998年）13頁以下、同「臓器移植法と脳死問題」法学セミナー517号18頁以下、丸
山英二「臓器移植法における臓器の摘出要件」法学セミナー517号22頁以下、松 →
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があったが、そこに、わが国の臓器移植をめぐる基本理念および臓器移植のた

めのシステムの基本枠組が設計されている。

臓器移植法の目的は、「移植医療の適正な実施」である（臓器移植法⚑条参照）。

臓器移植の基本理念については、① 臓器提供者の意思の尊重、② 提供の任意

性、③ 移植の適切施術、④ 移植機会の公平性配慮が掲げられている（同法⚒条

各号）。

引き続き同法⚓条・⚔条には、国および地方公共団体の責務、および医師の

責務に関する規定があり、前者は、国および地方公共団代の国民の理解を深め

るために必要な措置を講じるよう努める責務（国民の理解深化への努力責務）、後

者は、医師の診療上必要な注意を払う責務および移植を受ける者またはその家

族への説明と理解を得るために努力する責務（受容者等への説明・理解のための

努力責務）を定める。

2．提供者の意思

⒜ 提供者意思尊重の原則

提供者の意思の尊重の理念は、脳死要件を論じる際に68）すでに問題とされ

た、① 脳死判定に従う意思、および、② 臓器提供意思、の両者に反映される

必要があるが、ここでは後者について論じる。従来は、臓器提供の意思が、提

供者によるほか、家族によっても書面によって表示される必要があった（最も

厳格な同意方式）が、改正により提供者の書面による同意があり、遺族が摘出

を拒まないとき、または遺族がいないときに提供が認められ（⚖条⚑項⚑号）、

また、提供者の書面による提供意思や不提供の意思を表示しているのでない場

合には、遺族が臓器の摘出を書面により承諾しているとき（⚖条⚑項⚒号）に

提供が認められることとなった（拡大された同意方式）。つまり、提供者が意思

表示していない場合、遺族が同意すれば臓器提供が認められることになったの

である。遺族が同意していれば、なぜ臓器提供が許されるのかについては、死

→ 宮孝明「2009年臓器移植法改正を批判する」法律時報81巻11号⚑頁以下参照。
68) 甲斐克則『臓器移植と刑法』（2016年）146頁参照。
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亡によって臓器が遺族に属することになったとは言えないのであるから、遺族

は、提供者が生前にもっていた提供の意思を代諾すると構成するか、その意思

を推定することによって構成することになろう69）。幼児が提供者となる場合、

その意思の推定は困難であり、「代諾」を認めるしか同意の有効性を認めるこ

とはできないように思われるが、幼児の利益のために医療行為を受けることの

代諾70）とは違い、その際、代諾の要件は、第三者の意思形成過程への介入を

認めることを要件とするなど、厳しくする必要があろう。

⒝ 年少者・幼児の提供意思

同様にして、年少者・小児の提供意思の有効性の根拠が問われなければなら

ない。2009年の法改正によって、これらの意思表示の有効性に疑問のある者も

臓器提供ができるようになったからである。「臓器の移植に関する法律の運用

に関する指針（ガイドライン）」71）は、提供意思については、「15歳72）以上の者

の意思表示を有効なものとして取り扱うこと」と定めている。しかし、臓器を

提供する意思のないこと、つまり拒絶意思については、これがあれば「年齢に

かかわらず」臓器摘出を行わないと定めた。なお、改正前の臓器移植法施行規

則では「⚖歳未満の者」について脳死判定はできないとされていたが、改正に

よって、その場合もその意思が不明な場合に当たるので、家族が、承諾するこ

とができることになった。このように、乳幼児の意思表示が有効なのかについ

ては、議論がありうるが、提供意思については、建前上、成人と同じ扱いを受

けることとなり、拒絶意思については、緩やかに認めることにしたのである。

現実の同意が不明な場合にも、小児の家族の同意のみで臓器の摘出・提供が可

能となったが、小児の提供・拒絶の意思の有無の判断や、必ずしも当該小児の

69) しかし、改正法が脳死説に立つ以上、提供者本人の承諾がなくとも、家族の承諾
だけで十分とすることができるはずだという見解もある（仁田山義明・前掲時の法
令1849号52頁）。

70) これについては、田坂晶「刑法における同意能力を有さない患者への治療行為に
対する代諾の意義」島大法学55巻⚒号（2011年）⚑頁以下、41頁参照。

71) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針（ガイドライン）平成⚙年10月⚘日
制定、平成22年⚗月17日一部改正ほか、最近では平成29年12月26日一部改正。

72) 前掲指針「第⚑：臓器提供に係る意思表示等に関する事項」参照。
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利益とはならない臓器摘出・提供に対する家族の同意の意味が問われなければ

ならない。

⒞ 親族優先提供の意思

さらに改正によって、臓器の「親族優先提供」の意思が認められたことが特

筆されるべきである。臓器移植法⚖条の⚒は、「移植術に使用されるための臓

器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようと

する者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する

意思を書面により表示することができる」と規定する。これは、改正前の法が、

一般的に「移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に」行うことを目指してい

たのに対し、臓器提供希望者数の少ないことに鑑みて、これを促進するため親

族に優先提供を認めて、これを増加させようとしたものである。これには弊害

も予想される。とくに死後移植の場合について親族優先と公平公正原則との矛

盾はどのように解決されるのかという原則問題のほか、実際にも、親族の範囲

が偽られる恐れ、提供の意思が事実上強要され、また自ら自殺を図って移植を

早めようとする行為に及ぶ恐れなどがありうる。とくに、親の臓器移植のため

に子供がその提供者となる場合、子供の意思は、抑圧され、親の思い通りに操

られる可能性に配慮する必要がある。

3．提供の任意性

提供は、任意でなければならない。任意性が保障されたというには、提供者

の意思に瑕疵がないことはもとより、その意思決定が他人の「不当な圧力」73）

を受けて真意を曲げてなされたものであってはならない。提供者の真意にもと

づく提供意思は、提供者が、提供の意味を正しく理解していることを前提とす

る。提供者は、死亡している場合もあるので、書面による意思表示がある場合

には、その任意性は、提供時点では知りえない。この場合、事前の意思表示の

任意性が極めて疑わしい場合を除いてそれを推定せざるをえないであろう。な

73) 「臓器移植法逐条解説」厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室『逐条解説
臓器移植法＆臓器移植・造血幹細胞移植関係法令通知』（2012年）26頁参照。
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お、遺族が拒まないで承諾する場合にも、遺族に対して事前に医師の説明が必

要となろう。親族に対する優先的提供の場合、提供者が子供であった場合にこ

の任意性の要件は慎重な判断を要する。

4．移植の適切施術

これは、臓器移植が「人道的精神に基づいて無償で提供される貴重なもので

ある」という根底にある精神に基づき「そのような提供者の意思を活かすこと

ができるよう、移植術を真に必要とする者に対して、かつ、効果的に実施され

るよう、臓器の移植について関係者に求められる姿勢を基本理念として確認し

たもの」74）であるという。例えば、移植に依らなければ生命の存続が危ぶまれ

る事態が生じる場合、重篤な疾病からの健康回復が不可能な場合などではなく、

病気とはいえない者の体力増強や美容のための移植は、真に必要とするものに

対する効果的な施術とはいえないであろう。

⒜ 臓器移植機会の公平性・適正

臓器移植法11条は、「何人も、移植術に使用されるための臓器を提供するこ

と若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供与を受け、又はその要

求若しくは約束をしてはならない」（⚑項）とする。逆に、臓器の提供を受け

ることなどの対価として財産上の利益の供与・その申し込み・約束を禁止し

（⚒項）、また、あっせんの対価として財産上の利益の供与の受領・要求・約束

（⚓項）、その対価としての財産上の利益の供与・申し込み・約束を禁止し（⚔

項）、これらに違反する行為であることを知って当該臓器を摘出・移植術への

使用を禁止する（⚕項）。この「対価」に含まれない例外として挙げられてい

るのは、交通、通信、移植術に使用されるための臓器の摘出・保存・移送・移

植術等に要する費用であって、それらの行為に関して「通常必要であると認め

られるもの」（⚖項）である。このように、臓器提供については、それに対価

としての利益の供与・受領などのほか、それに至るまでの「要求」「申し込み」

「約束」「あっせん」なども禁止し、また、それらの禁止に違反した行為である

74) 同上26頁。
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ことを知って臓器を「摘出」「移植」する行為を禁止し、それに違反した者に

「⚕年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」を科し、又はこれを併科する。

提供臓器の配分については、公正・適正配分の原則および善意（無償）・任意

提供の原則がとられているが、これは、博愛主義（Philanthropie）ないし人道

主義（Humanismus）、または互恵主義（Reziprozität）、互助制度あるいは「義務

を超える善行」（Supererogation）の考え方などにもとづく。その背景には、臓

器の売買は、人間の身体の一部を客体化し、物とみるもので、人間の尊厳に反

するという見方があるとも言えよう75）。臓器提供を経済取引の原則に服せしめ、

需要と供給の関係、自己決定権に委ねるなら、対価の有無などの利害状況を自

ら判断して提供・不提供を決断すればよいという自由が保障されることになる

が、これに対して、公正・適正配分の原則は、商業化の介入を避けるため、無

償主義を打ち出し、緊急性・先着順などの原理によって、配分を公平・適正に

保とうとする76）。対価を保証する方が提供者の数は増加すると思われるが、経

済的弱者は自らの健康を害しても、経済的困窮を避け、経済的利益を得るため

に臓器を売却し、富裕層は、それを購入するという臓器の商業化を防ぐため、

公正・適正・無償・任意を保証するというのが対価提供禁止の目的である。

この「臓器移植機会の公平性・適正」の基本理念に関しては、ほかにもすで

に論じたように、親族への優先提供が、この基本理念を充たすといえるのか、

また、ドイツで問題となったような「待機リスト」の操作による優先順位の作

為的変更77）がこの理念に反するが、これが場合によっては犯罪を構成するこ

75) 臓器売買の禁止の根拠については、山中「身体・死体に対する侵襲の刑法上の意
義」（⚑）関大法学論集63巻⚒号（2013年）39頁以下参照。

76) わが国において、慢性腎不全となり人工透析治療を受けていた者が、腎臓移植を
希望し、養子縁組を偽装して親族となった他人の腎臓の提供を受けようと、現金計
1000万円ないし800万円を供与して臓器の提供を受けることも対価として財産上の
利益を供与した事案に、「臓器移植法」（11条⚒項・20条⚑項）を適用し、（その他、
電磁的記公正証書不実記録・同供用罪でも）有罪判決を下した例として、東京地判
平 24・1・26 および東京高判平 24・5・31〔控訴審〕（LX/DB）がある。

77) 後に詳しく紹介するように（Ⅻ．「ドイツにおける臓器移植システムの問題点」）、
ドイツにおけるゲッティンゲン大学医学部のいわゆる「移植スキャンダル事件」 →
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とがあるのかといった問題がある。

⒝ 生体臓器移植

臓器移植は、脳死移植に限らない。臓器移植法は、生体臓器移植78）につい

ても規定する。生体からの臓器移植は、死体からのそれとは異なり、法によっ

て個人的法益として保護されている提供者の身体に対する侵襲を伴い、その身

体を傷害するのでなければ、臓器を摘出できないという前提がある。臓器の摘

出という重大な傷害行為については、被摘出者の同意だけでは正当化できな

い79）。自らの身体の傷害を甘受してまで他人に提供するのであるから、経済的

利益につながるのでなければ、極めて自己犠牲的な提供者か、あるいは、被提

供者との密接な関係がある者でなければ、提供者になることはならないと考え

るのが普通である。

生体臓器移植ついては、当初、臓器売買の禁止（11条）その罰則（20条、24条、

25条）を除いては生体臓器移植には適用がないと解されていたが、臓器移植法

成立時からは総論的な規定である⚑条から⚕条までの規定は、生体臓器移植に

も適用があるとの厚生省医療局の説明80）や2007年の「臓器の移植に関する法

律の運用に関する指針」の改正により「基本的理念」（⚒条⚒項、同条⚓項）や

「医師の責務」（⚔条）の規定は生体臓器移植に及ぶと解されている。生体臓器

移植は、脳を除いて、腎臓・肝臓、肺、膵臓、小腸につき行なわれている。そ

れらの臓器を生きた人の身体から摘出しても、その身体を傷つけても、被摘出

者の同意がある限り、その生命を失わせるわけではないので、これが許容され

→ において待機リストの無断変更が謀殺未遂罪ないし傷害罪を構成するかが争われた
（ゲッティンゲン地方裁判所〈2015年⚕月⚖日判決（後述）〉で無罪。連邦裁判所、
検察官の上告棄却）。連邦裁判所の2017年⚖月28日判決（BGH, NStZ 2018, 57）参
照。

78) 生体移植に関しては、山中・前掲法学論集63巻⚒号33頁以下をも参照。
79) 山中『刑法総論』（第⚓版）213頁以下参照。被害者の同意があっても臓器摘出な

どの「重大な傷害」については、構成要件該当性阻却ないし正当化はできない。治
療行為と同意の効果については、同書600頁以下参照。

80) 厚生省保健局医療局臓器移植法研究会（監修）『逐条解説臓器移植法』（1998年）
33頁以下。
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る余地があるのである。しかし、提供者から臓器を採り出すことは、一般に、

「無危害原則」81）に反するのであり、傷害の構成要件に当たりうるほか、生命

に危険の及ぶ傷害を負わせることにもなり、同意のみで正当化されうるとは考

えられない。その行為を正当化するためには、生命の危険に晒されている臓器

受領者（レシピエント）を救うためには、その臓器移植によって、少なくとも

その傷害の「害」を上回る「益」がもたらされなければならないが、それは、

被提供者の健康の回復という利益である。このような捉え方は、臓器摘出と移

植を一対の現象として捉え、摘出行為だけを見て正当化するのは困難であると

いう見方を示す。もとより、この正当化のためには患者と提供者の同意の要件

をも含めて摘出と移植の際の要件を守ることが前提となる。

なお、ドイツにおける「生体臓器移植」との比較が重要であるが、これにつ

いては、ドイツ移植法82）第⚓章（⚘条―⚘条c)83）において規定されている。第

⚓章は、「生体からの臓器、組織または細胞の摘出」と題されている。ドイツ

の事情については、章を改めて（「「ドイツ移植法における生体移植の問題点．

で）解説する。

Ⅴ．臓器移植の現状・課題および展望

1．ドイツにおける臓器移植の法的構造

ドイツにおいて臓器移植が法律上正式に認められたのは、1997年（12月⚑日

発効）の「臓器および組織の提供、摘出および移植に関する法律」（移植法＝

81) これについては、山中『医事刑法概論Ⅰ』（2014年）77頁以下参照。
82) „ Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und

Gewerben“ (Transplantationsgesetz=TPG). もっとも最近の改正としては、2020年
⚕月19日の法律16条によって2007年⚙月⚔日改正法が改正された（BGBl I S. 1018）。
その改正は、移植法⚙条ｃ第⚔項の「第⚓項による契約」は「2020年12月31日まで
に」成立するとき、とあった日付を「2021年⚖月30日まで」と変更するものであっ
て、本質にかかわるものではない。

83) 2007年⚗月20日の改正によって、「人の組織及び細胞の品質と安全性に関する法
律」（Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen und
Geweben）が、臓器移植法に統合された。
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Transplantationsgesetz)84）の成立以降のことである85）。すでに1970年代に移植

法立法の動きはあったが、連邦かラントかというその立法管轄に一義性を欠き、

立法化は遅れていた。1973年には、ベルリン代議院の CDU 会派が、死後臓器

提供および生体臓器提供に関する規定をもつ「解剖および移植法」草案

（Entwurf für ein „Gesetz über Sektionen und Transplantationen“）が提案されたが、

連邦の次元では否決された。連邦政府が、移植目的での死者に対する侵襲に関

して最初の法案を準備したのは、1979年のことであった。この連邦政府の草案

は、反対意思方式を採用したのに対し、連邦参議院は、「拡大された同意方式」

を提案した。すなわち、拡大された反対意思方式においては、生前の明白な同

意か少なくとも明白な拒否の意思を表示していなければ十分とし、それを補っ

て、その反対意思を身分証明書に記入しなければならないとしたのに対し、拡

大された同意方式を採用しようとする連邦参議院は、生前に移植に対する明白

な同意があることを必要とし、死者の反対の意思が知られていない限り、一人

の親族の同意があればよいとした。この両者の草案に対しては、さらに、生体

移植に関する規定がなく、当時いまだ移植術に対する社会的同意がなかったこ

とが挙げられる86）。

2．臓器移植の形態と実際上の課題

⒜ 臓器移植の形態

現在、各国で実施されている臓器や組織（＝臓器等）の移植には次の形態の

84) この立法以前の州法に委ねられていた時代から、連邦での立法に向けた生体提供
に関する諸提案と動向については、vgl. Brigit Schoeller, Vorschlag für eine
gesetzliche Regelung der Organspende vom lebenden Spender, 1994, S. 35 ff.

85) その中でもいわゆる生体提供の手続については、1999年12月⚑日に初めて発効し
た（Höfling, a.a.O., S. 36.）。この法律のその後の改正については、さらに、vgl.
Katharina Stoecker, Zum Novellierungsbedarf der gesetzlichen Regelungen zur
Lebendspende unter besonderer Berücksichtigung europäischer und
internationaler Vorschriften, 2012, S. 20.

86) Hans Ludwig Schreiber, Vorüberlegungen für ein künftiges Transplantationsgesetz,
in : Festschrift für Ulrich Klug zum 70. Geburtstag, 1983, S. 341 (353).
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ものがある。すなわち、死体となった提供者から臓器等を摘出して移植する

「死体移植」と、生体たる提供者から移植する「生体移植」である。また、患

者自身の臓器等（皮膚、腱、軟骨等）をその患者に移植する「自家移植」（autologe

Transplantation）と、他人に移植する「同種移植」（allogene Transplantation）が

ある。前者に免疫の拒絶反応の問題が生じない。そのほか、一卵性双生児間の

移植のような「同系移植」（syngene oder isogene Transplantation）があり、この

場合、提供者とレシピエントは遺伝的には同じ人である。新たな臓器を移植す

るため、摘出されて廃棄される運命にある患者の臓器の健康な部分をさらに別

人に移植する「ドミノ移植」も行われている。その他、異なった種に属する動

物間、例えば豚と人の間の移植は、「異種移植」（Xenotransplantation）と呼ばれ

るが、人間からの臓器の摘出を行う必要がないので、これによって、脳死の問

題、生体移植の場合の提供者の身体への侵襲の問題を解決できるが、他方、技

術上の問題と並んで、それがどのような条件で、どこまで許されるかという倫

理上の問題がいまだ解決されていない。

⒝ 脳死移植（提供）・心停止下移植（提供）

現在、わが国における現行の臓器移植法のもとで実施されている臓器提供な

いし移植の方法としては、死体になった後の提供・移植と、生体であるうちの

提供・移植との二つの方法がある。前者が先述の「死体移植（提供）」であり、

後者が、「生体移植（提供）」である。死体から提供できる臓器としては、心臓、

肝臓、肺、腎臓、膵臓および小腸等がある。死体移植（死体下提供）には「脳

死移植」（脳死下提供）と「心停止下移植」（心停止下提供)87）がある。脳死移植

でなければならないのは、心臓、肝臓、肺、膵臓、小腸などである。腎臓や膵

臓（膵島）、眼球は心停止後でも提供可能である。心停止下移植については、

一見、いまだ争いのある脳死判定の正当性の問題をクリアしているようにも思

87) これについて、東京腎泌尿器センター麻酔科（元山口大学臨床教授）又吉康俊医
師の「心停止後の臓器提供（DCD）」（https://www.ebm.jp/topics/dcd.html）と題
する説明を参照。なお、これについて、倉持武「『デッド・ドナー・ルール』再考」

（https://www2.med.osaka-u.ac.jp/eth/OJ_files/OJ4/kuramochi.pdf）
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われるが、実際には、同様の問題を抱えている。

ここで、「日本学術会議・臨床医学委員会・移植・再生医療分科会」の「提

言・我が国における臓器移植の体制整備と再生医療の推進」の提言における

「心停止下提供」に関するアメリカにおける分類と実態の記述を紹介しておこ

う。それによると、心停止下提供につき、アメリカでは経年的に「増加傾向に

あり、2015年には移植全体の8.9％を占めるに至った」とされるが、その形態

は、次の五つのカテゴリーに分類される88）。「category I は来院時心停止、

category II は蘇生不成功、category III は予測される心停止、category IV は

脳死ドナーの心停止、category V は入院患者の予測されていない心停止であ

る」。「このうち、category I, II, V が uncontrolled DCD、category III, IV が

controlled DCD に大別される。controlled DCD では、計画的に生命維持装置

による治療を終了し、心停止が確認されると同時に手術室に搬送、準備してい

たドナーチームにより臓器が摘出される。対象は回復の見込みがほぼない状態

で、かつ脳幹反射が残り脳死判定には至らない症例である。uncontrolled

DCD は、病院内外で心停止となった状態での臓器摘出を意味する。この場合、

臓器摘出までの準備（ドナーチームの到着や家族からのインフォームドコンセントな

ど）に時間を要し、温阻血時間が controlled DCD よりも長くなり得るため、

心停止後早急に温阻血の進行を防ぐ対策を講じる必要がある」という。

他方、「我が国における DCD は、脳死となり得る状態を経て、計画的に生

命維持装置による治療を終了し、心停止を待って臓器提供に至ることが多く

（category IV）、諸外国で施行されているように臓器保護対策を継続しつつド

ナーチームの到着を待ち臓器を摘出するDCDとは趣が異なる。法律上、DCD

ドナーとなるために脳死を経る必要はなく、心停止後はどこの病院でも臓器提供

が可能であるが、その認知度は低く、現在の『臓器提供＝脳死』という国民の理

解もあいまって、我が国での DCD は臓器移植法改正後より激減している」89）

88) この五つのカテゴリーについては、後の「Ⅵ．ドイツ語圏における最近の脳死論
議」の「（⚓）デッド・ドナー・ルールの意義」の中でも詳しく採り上げる。

89) 平成29年（2017年）⚙月29日の日本学術会議・臨床医学委員会・移植・再生医 →
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という。

⒞ 脳死判定・心臓死判定と観察期間・摘出準備期間

脳死は、脳死判定基準にしたがって、全脳の不可逆的機能停止と判断された

ときに判定され、「心停止」は、心臓の機能の不可逆的停止の判断による。後

者の判断では、従来の基準では、いわゆる三徴候説によって、心臓の拍動停止、

瞳孔の散大固定、呼吸停止が確認されたときに「死」と判定される。心臓死の

判定における「不可逆的心停止」の判断に、心停止後何分間の観察時間を置く

かが問題であり、できるだけ速やかに温阻血が生じないうちに移植するため、

生前から臓器保全のための準備を整えておく必要がある90）。とくに、腎臓・膵

臓の移植の場合、心臓が止まって時間が経過すると各臓器への血流が途絶え、

急速に機能が衰えて、移植しても臓器が機能しない場合があり、心停止する前

から準備（カテーテル挿入およびヘパリン注入）をする必要がある。また、心停止

の判定後も、阻血が生じないよう心停止後速やかに臓器を提出し、移植される

必要がある。脳死下提供の場合も、脳死判定後、人工心肺装置が装着され、呼

吸と血液の灌流を持続させ、阻血を防ぐ必要がある。脳死と判定されると、人

工呼吸器を装着していても、数日後には心臓が停止するのが通常であるが、心

停止までに、長期間を要する例も報告されている。

⒟ 心停止判断の不明確性

そこで、問題なのは、心臓死を基準とする場合、心停止の判断には、何時間

ないし何分の「観察期間」を置くべきだといったルールがなく、実際には、家

族に見えないように、灌流装置を隠して、温阻血時間を置くことなく、臓器を

得ようとされる場合があるとさえ言われていることである。そうだとすると、

脳死判定よりも早く心臓死が判定されることになり、心停止下の臓器摘出が、

→ 療分科会「提言・我が国における臓器移植の体制整備と再生医療の推進」⚖頁
（www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t252-3.pdf）。

90) 心停止下移植の場合、心停止後少なくとも⚔～⚕分以内には、遺体を手術室へ搬
入し、臓器を摘出し、移植病院に向けて搬出する必要がある。また、心停止がいつ
生じるかを正確に予測することは困難であり、病院側は、臓器摘出の準備をしてお
く必要があるなど、問題は多い。

― 81 ― ( 605 )

わが国における臓器移植をめぐる法規制の現状と問題点



脳死判定よりも明確で安定しているとは言えなくなる。

⒠ 時間短縮と移植成功率

現在実施されている臓器・組織移植において共通して課題となっているのは、

摘出から移植までに要する時間をいかに短縮し、迅速に移植を完成するかであ

る。それは、移植の成功率・臓器の生着率がその時間が短ければ短いほど高ま

るからである。臓器等の血液灌流がなくなると、阻血が生じ、細胞内の酸素量

が低下し、細胞の代謝プロセスが正常に維持できず、臓器が損傷を受け、その

質が低下する91）。臓器がいまだ提供者の体内にあるが血液が供給されなくなっ

た第⚑次「温阻血」と、その後に続く、心臓が停止し、冷却灌流されるか体外

に摘出され保存液に浸された（その温度は、⚔度から⚖度とされる）後、その状態

から脱し、血液が流れ出すまでの「冷阻血」がある。その後、レシピエントへ

の移植が完了するまでが、第⚒次「温阻血」の段階である92）。この阻血時間は、

臓器によって極めて異なる。例えば、腎臓移植希望者（レシピエント）選択基

準の改正が検討されている。それによれば、腎臓では、温阻血時間（WIT）、

30分内、総阻血時間（TIT）では、24時間以内とされる93）。各臓器につき、総

阻血時間は、心臓で⚔時間、肺で⚘時間、肝臓で12時間、腎臓で24時間、角膜

48時間とされる94）。

91) 臓器の血流が止まってから臓器を移植して血流が再開するまでの時間を阻血時間
という。とくに体温の状態で阻血が起こると，細胞の代謝が行われているにもかか
わらず，酸素や栄養が補給されないため細胞が死滅するので、この時間を「温阻血
時間」と呼ぶ。これは、心臓や肝臓では⚐分であり、腎臓や肺では30分であるから、
迅速に臓器を冷やして細胞の代謝を抑える必要があるという。

92) Neuefeind, a.a.O., S. 39 f.
93) 第49回臓器移植委員会〔平成30年⚖月⚖日〕資料「腎臓移植希望者（レシピエン

ト）選 択 基 準 の 改 正 に つ い て」（https: //www. mhlw. go. jp/file/05-Shingikai-
10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000209968.pd）温阻血時
間と冷阻血時間（CIT）を合計したものが、総阻血時間（Total ischemic Time）
である

94) 日本臓器移植ネットワーク（JOT）のホームページより（https://www.jotnw.or.
jp）。
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3．わが国の臓器移植の現状

⒜ 臓器の意義

まず、「臓器」とは、「人の心臓、肺、肝臓、腎臓その他厚生労働省令で定める

内臓及び眼球をいう」とされる（臓器移植法⚕条）。厚生労働省令で定める内臓は、

膵臓及び小腸とすると定められている95）。ドイツなどでは、「組織」の移植も

「移植法」に規定されることが多いが、わが国では、原則として組織は含まれな

い。「組織」には、角膜、皮膚、心臓弁、内耳、骨などがある。「角膜」について

は、1979年に「角膜移植に関する法律」が「角膜と腎臓の移植に関する法律」に

統合され、さらに1997年には「臓器の移植に関する法律」が公布され、「角膜と

腎臓の移植に関する法律」はこれに統合された（臓器移植法附則⚓条）。先の定義

で、「眼球」が臓器に含まれるため、角膜移植は、臓器移植法の適用下にある。

⒝ 臓器移植全体の現状と動向

以下では、臓器移植の現状と動向96）について、その概観を紹介しておこう。

わが国の移植数がどれほど少ないかを欧米と人口比を考慮した数字で示すと、

まず、人口100万人あたりの移植実施数は、欧米⚕-⚖人であるのに対して、わ

が国では0.05人である（2009年）。以下で主な統計を示すが、臓器提供・移植

データの詳細については、公益社団法人「日本臓器移植ネットワーク」が公表

している2020年および2019年の「臓器移植に関する提供件数と移植件数」を参

照されたい97）。日本臓器移植ネットワークによる脳死臓器移植件数の総計は、

令和⚒（2020）年⚔月30日現在で次頁の表（⚑）のごとくである98）。これに対

95) 臓器の移植に関する法律施行規則（平成⚙年10月⚘日厚生省令第78号）第⚑条。
96) これについては、厚生労働省「臓器移植における現状と課題について」（https://

www. mhlw. go. jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kousei
kagakuka/0000162877.pd）。岩波祐子「臓器移植の現状と今後の課題（⚑）――法
改正の背景と国際動向――」立法と調査 2009.11 No. 298, 36頁以下、江川裕人

（編）『臓器移植の現状と課題』（別冊医学のあゆみ）〈2018年〉参照。なお、1997年
段階の論稿として、長谷川友紀「臓器移植法の運用と課題」ジュリスト1121号

（1997年）54頁以下参照。
97) https://www.jotnw.or.jp/datafile/data_book/index.html 参照。
98) 今までの脳死臓器提供696例による移植件数（脳死判定後、臓器の提供に至ら →
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して「移植希望登録者数」は、右下表（⚒）の通りである99）。

なお、次表（⚓）は、2019年⚕月28日の厚生労働省「臓器移植の実施等に関

する報告書」100）における心停止後の提供を含む臓器毎の移植の実施数等に関

するものである。

→ なかった⚕例を含む）。https://www.jotnw.or.jp/data/offer_brain.php
99) http://www.jotnw.or.jp/file_lib/pc/datafile_hope_pdf/TransplantRegistry201906.

pdf 日本移植学会「ファクトブック 2018」（http://www.asas.or.jp/jst/general/
number/）によれば、「様々な研究結果から、国内の心臓移植適応患者数は年間
228～670人であると推定されてい」るという。また、2013年⚒月からは60歳以上の
患者も心臓移植の適応として登録されるようになり、年齢が⚕年引き上げられたこ
とで、これを考慮に入れると、「心臓移植適応患者は二倍程度、即ち、年間
500-1300人程度と見込まれ」るという。さらに、「改正法施行後心臓移植件数は増
加したため、一旦待機患者数が170人くらいに一定化（プラトー）に達したように
思われ」たが、「新規登録患者が急増しており、待機患者数は2011年後半から再び
増加傾向にあり、2018年11月末現在の登録患者は730人」になったという。なお、
2019年版によると、「心臓移植を受けられる人が年間35-45人（国内30～40人、海外
⚕人程度として）で」あり、「毎年350人前後（他の計算によっても毎年228人から
670人）の心臓移植適応患者が移植を受けられずに亡くなっている」という。

100) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000512935.pdf
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【表⚑】脳死臓器移植件数

臓器 移植数

心臓 536

肺 547

心肺同時 3

肝臓 588

肝腎同時 28

膵臓 68

膵腎同時 346

腎臓 876

小腸 21

合 計 3,013

【表⚒】移植希望登録者統計（2020年⚔月30日現在)

移植希望登録者数

心臓 826 内・心肺同時 5

肺 396 内・心肺同時 5

肝臓 335 内・肝腎同時 37
内・肝小腸同時 2

腎臓 12,485 内・肝腎同時 37
内・膵腎同時 160

膵臓 211 内・膵腎同時 160

小腸 5 内・肝小腸同時 2

※各臓器の移植希望者数には、多臓器同時移植希望
者を含む。



⒞ 2009年臓器移植法改正による変化

⒤ 脳死下での移植に関する本人の書面による意思表示の動向

2010年⚗月17日の改正臓器移植法101）が全面施行されたことにより、その⚖

条⚑項⚑号で、本人の意思表示がなくても、本人の反対の意思表示がない限り、

家族の同意があれば、移植が可能となったことにより、次表（⚔）のような変

化が生じた。

次表（⚔）は、提供者の書面による同意があり、遺族が摘出を拒まないか、

または遺族がいないときに提供できることとなったことにより、提供者の書面

101) わが国における改正時の臓器移植の現状について、古川俊治・前掲刑事法ジャー
ナル20号18頁以下、21頁以下参照。
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【表⚓】臓器毎の臓器移植の実施数

提供者数 提供者数

うち、脳死した
者の数

うち、脳死した
者の身体からの
移植実施数

心臓 62名
(452名)

62名
(452名)

62件
(452件)

62件
(452件)

肺 48名
(384名)

48名
(384名)

60件
(452件)

60件
(467件)

肝臓 61名
(490名)

61名
(490名)

64件
(523件)

64件
(523件)

腎臓 99名
(1,978名)

69名
(544名)

192件
(3,689件)

135件
(1,069件)

膵臓 40名
(380名)

40名
(376名)

401件
(377件)

40件
(374件)

小腸 3名
(17名)

3名
(17名)

3件
(17件)

3件
(17件)

眼球
(角膜)

720名
(19,969名)

626名
(242名)

1,155件
(32,267件)

48件
(457件)

＊括弧内の数字は1997年10月16日から2019年⚓月31日までの間の臓器移植の実施数等の累
計である。



による同意がある場合が減少し、家族の同意事例が新たに極めて多くなったこ

とを示している。

⛷ 心停止下提供と脳死下提供の動向の変化

次頁のグラフ（⚑)103）によれば、改正の前年の2009年までは、それまでの

総数で83件に過ぎなかった脳死下臓器移植は、2010年に急増し、2017年にはそ

の年間で77件に及んだことが示されている。臓器移植法施行当時（1997年）前

後には80件台にとどまっていた「心停止後臓器提供」は、その後もほぼ70件か

102) 「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議検証のまとめ」（平成27年⚕月25日）
https://www.jotnw.or.jp/datafile/pdf/report.pdf）による（17頁参照）。これは、平
成25年⚕月に公表した「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議検証のまとめ」に、
その後行った50例の検証結果を追加し、改訂したものであるという。

103) 日本移植学会ホームページ「日本における心停止ドナー数の推移」（http://
www.asas.or.jp/jst/general/number/）参照。しかし、脳死移植の増加がそれほど
でもない状態で落ち着くなら、「これからは、肝臓、肺そして心臓移植も含めて、
広 義 の 心 停 止 下 移 植、つ ま り、NHBD（Non-heart-beating-donation）、DCD

（Donationaftercardiacdeath）あ る い は DCDD（Donationaftercardiacdetermina-
tionofdeath）による移植が、本人意思表示を必要としない「心停止下移植」の名の
下に、圧倒的に増えていく」とういう見立てもある（倉持武・庫県保険医協会第42
回総会記念講演「脳死と臓器移植」http: //www. hhk. jp/gakujyutsu-kenkyu/
ika/100915-070000.php）。
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【表⚔】検証事例200例の改正法施行前後及び本人の書面による意思の有無・種類の内訳102）

改正法施行前 改正法施行後 合 計

本人意思事例 87 22 109 (54.5％)

意思表示カード 85 12＊ 97＊

健康保険証 2 8＊ 10＊

運転免許証 0 3＊ 3＊

アイバンク登録 0 1 1

家族承諾事例 ― 91 91 (45.5％)

合 計 87(43.5％) 113(56.5％) 200(100.0％)

＊意思表示カードと健康保険証の意思表示欄の両方に意思が表示された事例⚑例、健康
保険証と運転免許証の意思表示欄の両方に意思が表示された事例⚑例を含む。



ら100件程度を上下していたが、改正年である2010年には、改正前法準拠・改

正後法準拠の数字を併せて31件へと、それまで10件前後であった「脳死下提

供」が急増し、それによって心停止後臓器提供は改正前法準拠・改正後法準拠

の数字合わせて81件となり減少し、さらに翌2011年には68件となり、その後

2017年には35件となっている104）。また、心停止下臓器提供を含めた全体の臓

器提供件数は、2017年には112件であり105）、「日本臓器移植ネットワーク」の

統計106）によれば、2018年には若干減少し、脳死下移植66件、心停止下「腎」

移植29件、計95件であった。脳死下移植の数は、世界的に見て極めて少ないが、

その生着率については、わが国では、その高さを誇っている107）。

104) 日本学術会議・前掲「提言・我が国における臓器移植の体制整備と再生医療の推
進」参 照（www. scj. go. jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-t252-3. pd）。そ こ で は、

「2010年の改正法施行以降激減し」たが、「その結果、改正法施行後に脳死ドナーは
増加しているものの、心停止ドナーが減少した分、臓器提供の全体数が減少すると
いう奇妙な現象が起き、特に腎臓移植において、移植希望患者の待機期間が延長し
問題視されている」とされる。

105) 日本臓器移植ネトワークの統計では、心停止下の提供は「腎提供」に限られてい
るが、数字には齟齬はなく、むしろ脳死下臓器提供数が76件となっている。

106) https://www.jotnw.or.jp/datafile/offer_brain.html
107) 日本移植学会の「ファクトブック 2018＝Fact book 2018 of organ transplantation in

Japan」（www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2018.pdf）によれば、「脳死下臓
器提供を中心として症例数は増加してきており」、「臓器移植の成績に関しては、 →
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【グラフ⚑】1996年～2017年の心停止下臓器提供と脳死下臓器提供の動向
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次頁の表（⚕）は、1997年以降実施された心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓およ

び小腸の移植に関する生存率（移植術を受けた患者のうち一定期間生存している者

の割合）および生着率（移植術を受けた患者のうち、移植された臓器が一定期間後に

免疫反応による拒絶反応や機能不全に陥ることなく体内で機能している者の割合）を示

すものである108）。これを見ても、最も高い心臓の⚕年生存率は92.5％であり、

⚕年生着率も92.5％に上る。

⛸ 子供の臓器提供

子供の臓器提供109）については、1997年から15歳以上が、2010年からは15歳

未満も提供可能になったが、2019年⚘月25日現在で、2019年の18歳未満の脳死

による臓器提供は、13人であり、2018年⚑年間の⚗人を大きく上回った。脳死

による臓器提供が保護者や小児科医に受け容れられるようになってきたのが原

因ではないかとされている110）。2017年から2019年までの年齢別の「小児脳死

臓器提供数の推移」ついては、「ファクトブック2019」にその数字が挙がって

いる（表⚖参照）。

次頁のグラフ（⚒）は、日本移植学会ホームページからの2017年までの「日

→ 本邦は世界に冠たる成績で、免疫抑制剤などの開発や周術期の周到な管理により移
植成績はさらに向上を認めているのが現状で」であるとし、同2019年版でも、「生
存率ならびに生着率も欧米に比較して遜色なく、臓器によっては凌駕しているのが
現状」であるという。また、剣持敬「脳死下臓器移植の成績」移植48巻⚒-⚓号

（2013）108頁以下では、「脳死下提供事例は欧米に比較して桁違いに少ないものの、
わが国の脳死下臓器移植は世界に誇れる成績を示している。1997年10月～2011年12
月までに行われた全脳死移植例708例の生着状況をみると、全体で84.3％の高い生
着率を示し……」。「2013年⚕月13日現在の最新の情報でも、脳死下臓器移植例956
例のうち853例（89.2％）が生存中であり、きわめて高い生存・生着率である」と
いう。

108) 前掲・2019年⚕月28日厚生労働省「臓器移植の実施等に関する報告書」⚔頁参照。
109) 日本小児科学会は、2010年⚗月に「子どもからの臓器提供と移植に対する日本小

児科学会の基本姿勢」を公表している（http://www. jpeds.or. jp/uploads/files/
saisin_101222.pdf）。そこでは、これまでの経験不足と、小児医療の現場での準備
不足が語られている。子供の臓器移植については、谷澤隆邦「小児の脳死移植Ⅱ
――小児科医の立場から」前掲『脳死・移植医療』118頁以下参照。

110) 朝日新聞2019年⚘月27日（朝刊）。
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【表⚕】生存率と生着率

(⚑) 生存率

⚑年 ⚒年 ⚓年 ⚔年 ⚕年

心臓 96.7％ 95.5％ 94.6％ 93.4％ 92.5％

肺 89.4％ 85.7％ 80.9％ 77.9％ 73.4％

肝臓 89.1％ 86.1％ 85.8％ 83.8％ 82.0％

腎臓 96.6％ 95.1％ 93.8％ 92.2％ 91.1％

膵臓 95.8％ 95.4％ 95.4％ 94.9％ 94.9％

小腸 87.8％ 73.2％ 73.2％ 73.2％ 73.2％

(⚒) 生着率

⚑年 ⚒年 ⚓年 ⚔年 ⚕年

心臓 96.7％ 95.5％ 94.6％ 93.4％ 92.5％

肺 89.2％ 85.2％ 80.5％ 77.1％ 72.2％

肝臓 88.4％ 85.3％ 85.0％ 83.0％ 81.3％

腎臓 89.6％ 86.4％ 83.8％ 80.7％ 78.1％

膵臓 84.6％ 82.4％ 79.2％ 77.4％ 76.0％

小腸 87.8％ 73.2％ 73.2％ 65.1％ 65.1％

＊上記（⚑）および（⚒）において、
心臓・肺の生存率及び生着率の数値にはそれぞれ、心肺同時移植術を受けた患者の数値が反
映されている。
肝臓・腎臓の生存率及び生着率の数値にはそれぞれ、肝腎同時移植術を受けた患者の数値が
反映されている。
腎臓・膵臓の生存率及び生着率の数値にはそれぞれ、膵腎同時移植術を受けた患者の数値が
反映されている。

【表⚖】小児脳死臓器提供数の推移

年齢 2017年 2018年 2019年

⚖歳未満 2 2 5

⚖-10歳 1 2 2

11-14歳 1 1 3

15-18歳 2 2 3

【グラフ⚒】日本における小児ドナー数の推移
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本における小児ドナー数の推移」を表したものである111）。

2012年⚖月15日に、⚖歳未満小児の心臓移植が初めて行われ、2014年11月24

日に小児用体外設置型補助人工心臓 EXCOR（いわゆる Berlin Heart）を装着し

た⚖歳未満小児の心臓移植が行われた。また、2019年⚘月31日現在、国内にお

いて、成人ドナー11人、小児ドナー34人から、計45人の小児（18歳未満登録、移

植時平均11.3歳）が心臓移植を受けているという112）。2008年⚕月21日の世界保

健機関（WHO）の総会で海外での「渡航移植の自粛」、すなわち「自国内完

結」を求める、「臓器移植」に関する指針案が承認されて、海外での移植も困

難になった。2017年までの海外渡航小児心臓移植の現況113）については、国内

での心臓移植が非常に困難な10歳未満の小児を含め、118人が1984年から2017

年12月末までに海外で心臓移植を受けており、そのうち、男児59人、女児59人、

同数で、移植時の平均年齢は7.7歳であった。移植を必要とした疾患の大半は

拡張型心筋症（76人）であったが、拘束型心筋症（27人）が多いのが特徴とさ

れている114）。

次頁のグラフ（⚓）は、同学会のホームぺージ掲載の「日本における心臓移

植を受けた子どもの数の推移」を示したものである115）。なお、原疾患は、拡

張型心筋症32人、拘束型心筋症⚕人、拡張相肥大型心筋症⚑人、心筋炎後心筋

111) 前掲日本移植学会の「データで見る臓器移植」（http: //www.asas. or. jp/jst/
general/number/）。

112) 前掲日本移植学会の「ファクトブック2019」参照。
113) 2010年までのこの状況について、高橋公太・前掲『移植医療のこれから』31頁以

下、福嶌教偉「小児の脳死移植Ⅰ――我が国における現状と課題」前掲『移植医療
のこれから』104頁以下参照。

114) 前掲日本移植学会の「ファクトブック2019」。福嶌・前掲日本小児循環器学会雑
誌33巻⚑号10頁以下によると、心臓移植を受けた渡航先としてアメリカが⚘割を占
め、ドイツ、英国、カナダ、フランスの順で、イスタンブール宣言後は、アメリカ
やカナダになっている」という。「移植時の年齢は⚐～18歳（平均8.3歳）、男女ほ
ぼ同数で、適応疾患の内訳は拡張型心筋症（DCM）（冠動脈形成異常⚑例含む）72
例、拘束型心筋症（RCM）27例、先天性心疾患術後⚘例、虚血性心筋症⚒例、川
崎病⚒例、心筋炎後心筋症⚒例であった」とする。

115) 日本移植学会「データで見る臓器移植」（http://www.asas.or. jp/jst/general/
number/）。
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症⚒人、拡張型／拘束型混在型心筋症⚒人、Becker 型筋ジストロフィー⚑人

で、男児24人であった。

⒝ 生体臓器移植

臓器移植法の成立により、脳死下での臓器提供が可能となったが、脳死下で

の臓器移植数は低迷を続け、肝移植や肺移植のほとんどが生体移植となってい

る116）。脳死ドナーの数については、2010年から増加し、2017年では76例、

2019年には98件となっている。逆に、心停止下での臓器提供は、2009年までと

比べて、漸減していたが、2014年に最低の27例となり、その後再び増え始め、

2017年では35例となったが、その後再び減少に転じている（次頁の表⚗参照）。

次の「表⚗」は、2008年から2018年までの「脳死ドナー数と心停止ドナー数

の推移」を表したものである117）。

次に、各臓器における生体臓器移植の割合および特徴の概略を示しておこう。

それを含めて各臓器毎の詳細については、次項で検討する。まず、もとより、

心臓については、生体移植はありえない。

116) 生体臓器移植は、極端に少ない脳死移植の代替手段という意義を有しており、世
界的にも増加の一途を辿っている（旗手俊彦「生体臓器移植の問題点」年報医事法
学29〈2005年〉42頁）。

117) 前掲「ファクトブック2019」「はじめに」、「日本臓器移植ネットワーク」のホー
ムページ「提供者数／移植数」（https://www.jotnw.or.jp/data/offer.php）参照。
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【グラフ⚓】心臓移植を受けた子どもの数の推移
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まず、以前の「表⚒」で示したように、移植希望登録者のうちで、腎移植希

望登録者がずば抜けて多く、2020年⚔月30日現在で、12,485人となっている。

移植数が増加している原因は、生体腎移植数の増加（2018年で1,683件）である

ということができる（下表⚘参照）。生体腎移植数が増加した原因として、夫婦

間など非血縁間の移植、血液型不適合移植、高齢者の移植が増加していること

が挙げられる118）。

上の表（⚘）が示すように、肝臓は、腎臓に次いで生体移植が多い臓器であ

る120）。肝機能低下が進行した場合に肝硬変へと移行するが、末期に至ると、

118) 前掲「ファクトブック2019」参照。
119) 吉田克法（執筆）「わが国における臓器提供の現状と各臓器移植実績2019」およ

び「2018」前掲「ファクトブック2019」および「2018」（http://www.asas.or. jp/
jst/pdf/factbook/factbook2018.pdf）等参照。

120) 生体肝移植の家族に対する影響などについては、一宮茂子『移植と家族――生 →
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【表⚗】脳死ドナー数と心停止ドナー数の推移（年)

年 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

脳死ドナー 13 7 32 44 45 47 50 58 64 76 66 98

心停止ドナー 96 98 81 68 65 37 27 33 32 35 29 28

合 計 109 105 113 112 110 84 77 91 96 111 95 126

【表⚘】日本における2018年の各臓器の脳死下移植、心停止下移植ならびに
生体移植数（ ）内は2017年の数119）

脳死 心臓死 生体 総数

腎臓 127（133) 55（65) 1,683（1,544) 18,765（1.742)

肝臓 60（69) 0（0) 341（347) 401（416)

心臓 55（56) 0（0) 0（0) 55（56)

肺 59（56) 0（0) 13（10) 72（66)

膵臓 34（42) 0（0) 0（0) 34（42)

小腸 3（0) 0（0) 0（0) 3（0)

全臓器 338（356) 55（65) 2,037（1,901) 2,430（2,322)



移植が唯一の救命手段となり、そこで、移植の需要は高いが、脳死下移植は多

くない。これが生体移植の多い原因である。生体肝移植としては、肝臓は、そ

の一部のみを移植するいわゆる部分肝移植が可能である点に特徴がある。死後

移植が発達しなかったことから、わが国では、生体部分肝移植を中心に発展を

遂げた。生体肝移植は1989年に初めて、親から子供に対して行われ、また、成

人に対する生体肝移植は1993年に初めて施行された。1997年の臓器移植法の施

行後、1999年に初めて脳死肝移植が行われたが、それ以降も実施された脳死肝

移植の数は欧米に遠く及ばず、その数が少ないこともあって、それ以降も生体

部分肝移植の症例数は年々増加していった121）。

次に、肺移植も、脳死肺移植のほかに「生体肺移植」が行われる臓器である

が、上の表が示すように、生体移植の数は極めて少ない。肺は、二つあるので、

脳死肺移植では、両肺が提供された場合は片方ずつ二人の患者に移植する方法

と、両肺を一人の患者に移植する方法がある。生体肺移植は主として二人の近

親者からそれぞれ肺の一部の提供を受け、患者に移植する方法である。

生体膵臓移植については、1979年にアメリカ・ミネソタ大学において世界で

初めて実施され、わが国では、2004年に国立病院機構千葉東病院で膵・腎同時

移植として初めて実施され122）、現在では安全に施術されている。それぞれの

臓器について、その移植にまつわる特色と問題点につき以下でなお詳しく検討

する。

⒞ 個別臓器の移植の問題点

⒤ 心 臓 移 植

心臓移植は、脳死下移植でなければ不可能であるので、わが国では1997年に

臓器移植法が成立して、死体、すなわち、「脳死した者の身体」からの臓器の

→ 体肝移植ドナーのその後――』（2016年）参照。なお、書評として、香西豊子・保
健医療社会学論28巻⚑号（2017）102頁以下参照。

121) 前掲「ファクトブック2019」参照。
122) これについて、剣持敬・浅野武秀・西郷健一・圷尚武・岩下力・大月和宣・西村

元伸・落合武徳「わが国初の生体部分膵・腎同時移植の⚑症例」移植40巻⚕号
（2005年）466頁以下、剣持敬「生体膵臓移植」膵臓26巻⚒号（2011）153頁以下。
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摘出をも認めた（⚖条）ことにより、1999年になって脳死判定された死体から

心臓を含め肝臓、腎臓、角膜が摘出され、それぞれレシピエントに移植されて

事実上再開された。その後、2009年に臓器移植法が改正されたが、改正までに

脳死判定は82件、臓器提供数は81例であり、心臓移植数は、いずれの年度も10

件内にとどまり、合計しても69例にすぎなかった。改正臓器移植法施行後、脳

死臓器提供が増加し、これに伴って、心臓移植の実施数も飛躍的に増加し、

2010年⚗月17日の改正法施行後には、20件であったが、2017年は56件（心肺同

時移植は⚐件）に至って過去最高を示している。2018年は53件（心肺同時移植⚐

件）と若干減少した。下のグラフ123）は、心臓移植件数の推移を表している。

しかし、わが国における心臓移植数は世界単位で見ると、極めて少ない。法

改正後、国内の心臓実施率も増加したが、最高の移植数を誇る年度である2017

年の56件といのは、100万人当たり0.44人でしかない。アメリカでは9.96人で

あり、その他の各国の心臓提供率の増加に比べるとわが国での増加率も低

い124）。旧法成立後、かえって海外渡航により移植を受けた患者数が増加した。

国内で心臓移植を受けられなかった10歳未満の小児に限らず、国内でも心臓移

植可能な、体の大きな小児や成人が海外で心臓移植を受けている。しかし、

123) 日本移植学会「データで見る臓器移植」「日本における心臓移植件数の推移」よ
り（http://www.asas.or.jp/jst/general/number/）。

124) 前掲「ファクトブック2019」。
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【グラフ⚔】心臓移植件数の推移
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2008年⚕月の「イスタンブール宣言」125）以降、ヨーロッパ、オーストラリア

などが日本人の受け入れを制限した影響もあって、2009年をピークに海外渡航

心臓移植件数は減少した。しかし、2015年⚘月に、小児用の体外設置型 VAD

（補助人工心臓）である EXCOR（体外設置型補助人工心臓）が保険償還されたこ

とで乳幼児期に心不全に陥った小児が救命され、安定した状態での海外渡航が

可能になったため、海外渡航心臓移植は今でもなくなっていないという126）。

心臓移植の原疾患については、「2019年⚘月31日までに心臓移植を受けた476

人の原疾患は、拡張型心筋症317人（67％）、拡張相肥大型心筋症50人（11％）、心

筋炎後心筋症16人（3.4％）、虚血性心疾患44人（9.2％）で大半を占め」るという。

「心臓移植を受けられる人が年間35～45人（国内3040人、海外⚕人程度として）」

であり、これから推測すると、「毎年350人前後（他の計算によっても毎年228人か

ら670人）の心臓移植適応患者が移植を受けられずに亡くなっている」127）という。

⛷ 腎 移 植

末期腎不全の治療法には、透析療法（血液透析・腹膜透析）と腎移植の⚒種類

があるが、透析療法では、生体内に蓄積された尿毒素ならびに水分を体外に除

去することは可能であっても、造血・骨代謝・血圧調整などに関連した内分泌

作用を補うことは不可能であり、これが合併症の発現する原因となってい

る128）。これに対して、少量の免疫抑制剤の継続的服用以外は、健常者と同様

な生活が送れることから、腎移植が、理想的な治療法とみなされている。それ

に加えて、透析治療を受ける患者が1980年代から増え続け、2009年には29万人

を超えるようになっていて、透析医療費は医療経済的にみて大きな負担になっ

ていた。これに対して、当時、腎臓移植患者が少なかったが、後に示すように、

125) 「臓器取引と移植ツーリズムに関するイスタンブール宣言」。2008年⚔月30日から
⚕月⚒日にかけて国際移植学会など中心にイスタンブールで開催された国際会議で
採択された宣言であり、臓器売買や移植ツーリズムの禁止、自国での臓器移植の推
進、生体ドナーの保護、これらに関する法的・専門的枠組の樹立を提言している。

126) 前掲「ファクトブック2019」。
127) 前掲「ファクトブック2018」参照。
128) 米田龍生「腎移植」わが国における臓器提供の現状と各臓器移植実績2018所収

（http://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2018.pdf）

― 95 ― ( 619 )

わが国における臓器移植をめぐる法規制の現状と問題点



腎移植の増加によって、総医療費の節約の見込みが出てきた129）。これが、腎

移植の増加の要因でもある。

腎臓の保存時間は肝臓や心臓に比較して長く、最大48時間までは移植が可能

とされていることから、献腎移植（死体腎移植）として、脳死下移植のほかに

心停止下腎移植も可能である。しかし、下記の表（⚙）が示すように、献腎移

植は少なく、生体腎移植の割合が大きい。1999年から、脳死下移植が行われる

ようになって、その数は漸増しているが、生体移植の数も割合も圧倒的に多い。

これに対して、心停止下移植の数は、2013年度から激減している。

先に示したの表（⚙）が示すように、死後の腎提供が少ない日本では生体腎

129) 詳しくは、杉谷・前掲『脳死・移植医療』68頁以下参照。
130) 福嶌教偉「我が国における臓器提供の現状と今後の課題」33頁（http://www.

asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2013.pdf）；福嶌教偉「我が国における臓器提
供の現状と今後の課題」（http://www.asas.or. jp/jst/pdf/factbook/factbook2015.
pdf：前掲「ファクトブック2019」参照。
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【表⚙】年次別腎移植患者数130）

年 ～70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

生体腎移植 137 38 37 82 117 131 133 170 221 176 236 242 249

心停止下腎移植 37 4 4 4 8 4 22 27 36 51 49 118 154

計 174 42 41 86 125 135 155 197 257 227 285 358 403

年 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

生体腎移植 339 405 417 470 549 534 547 551 463 402 323 399

心停止下腎移植 191 159 143 174 163 198 261 220 234 207 197 199

計 530 564 560 644 712 732 808 771 697 609 520 598

年 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06

生体腎移植 432 453 437 510 556 603 554 637 728 731 835 941

心停止下腎移植 172 186 159 149 150 139 135 112 134 167 144 181

脳死下腎移植 8 7 16 10 4 6 16 16

計 604 639 596 659 724＊ 749 705 759 866 904 995 1139



植が多く行われてきた131）。生体腎移植をする提供者には、医療上のメリット

はなく、健常である生体腎移植ドナーに侵襲を及ぼすような医療行為は望まし

くない132）のであるが、にもかかわらず、ニーズに応じて、これを行なう際に

は、各種指針を遵守し、「生体ドナー候補者の身体的、心理的、及び社会的擁

護に最大限努めなくてはならない」とされている。腎臓移植の特殊性として、

腎臓が二つあることから、一つを摘出しても生活に支障がないので、片方の腎

臓が提供される。

2014年⚓月13日に開催された「慢性腎臓病 CKD シンポジウム・東京国際

フォーラムでの日本移植学会理事長・高原史郎氏の「腎移植について」と題す

る講演のネットで見れる PP の表133）によれば、腎臓移植の⚕年生着率は、次の

表（10）のように2000年までの10年毎に見ると、それぞれ飛躍的に上昇している。

なお、「交差（交換）生体腎移植」について言及しておく。これについては、

後に、（「－ドイツ移植法における生体移植の問題点」において）「クロスオーバ．

移植」の一種としてドイツの事情を詳しく検討するが、わが国でも2003年10月

に本法初となる二組の夫婦による「交差（交換）生体移植」134）が行われている。

131) 親から子への生体腎移植が我が国で初めて行われたのは、1989年11月13日島根医
科大学（現島根大学医学部）附属病院においてである。

132) 日本移植学会・日本臨床腎移植学会生体腎移植ドナーガイドライン策定合同委員
会「生体腎移植のドナーガイドライン」（https: //www. jscrt. jp/wp-content/
themes/jscrt/pdf/guideline/guideline3.pdf）参照。

133) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/jinshikkan/dl/140313-1_07-3.pdf
134) ドイツにおける「交差生体移植」については、山中「身体・死体に対する侵襲の

刑法上の意義（⚑）」関大法学論集63巻⚒号（2013年）29頁をも参照。
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年 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

生体腎移植 1043 994 1122 1277 1385 1420 1438 1479 1503 1471 1544 1683

心停止下腎移植 163 184 175 146 126 116 67 42 63 61 65 55

脳死下腎移植 24 26 14 62 86 77 88 85 104 116 133 127

計 1230 1204 1311 1485 1597 1613 1593 1606 1670 1648 1742 1865

(＊) 99年度の「計」以外の三つの項目の数字が正しいとすれば、「計」は誤り。総計は「714」に
しかならない。



この移植が報告された後、日本移植学会の倫理規定が変更され、実質的に交差

（交換）生体移植は禁止されるようになったという135）。

⛸ 肝 移 植

肝移植には、「生体肝移植」と「脳死肝移植」がある。肝臓は再生作用が強

いので、部分的な移植が可能であり、いわゆる「分割肝移植」が行われている。

135) この件について詳しくは、杉谷・前掲『脳死・移植医療』75頁以下参照。なお、
現在の日本移植法学会の生体移植に関する規定は、次のようになっている。「① 親
族に限定する。親族とは⚖親等内の血族、配偶者と三親等内の姻族をいう。② 親
族に該当しない場合においては、当該医療機関の倫理委員会において、症例毎に個
別に承認を受けるものとする。その際に留意すべき点としては、有償提供の回避策、
任意性の担保等があげられる」。
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【表10】腎臓移植の⚕年生着率

移植した年 ⚕年生着率

～1970年 12％

1971年～1980年 55％

1981年～1990年 77％

1991年～2000年 92％

2001年～2010年 95％

【グラフ⚕】日本における肝移植数
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口



分割され切り取られた肝臓は、⚑年ほどで、その機能に問題のない程度に戻る

とされている。分割肝手術の技法には、外側区域と右三区域に分割する方法と、

左葉と右葉に分割する方法がある。生体移植では、左葉グラフト、右葉グラフ

トがほぼ同等に行われそれぞれが36％を占め、外側区域グラフト（25％）がこ

れに次いでいる。

さて、前の一覧表（表⚘）で示したように、2018年には、401例の肝移植が

実施されている。わが国では1989年から、血縁者、配偶者等が自分の肝臓の一

部を提供する生体部分肝移植が行われているが、脳死肝移植が開始された後も

その数が少ないため、生体部分肝移植の症例数は年々増加していた136）。上の

グラフ（⚕）が示すように、生体肝移植数は、2005年の年間566例をピークに

2006年には初めて減少に転じ、その後若干増加し、ここ数年は年間400例前後

で推移している。脳死肝移植数は2009年までは年間⚒～13例にとどまっていた

が、2010年に改正法が施行されて以後、年間40例と増加し、近年ではさらに増

加し、70例を超えている。

このように欧米では脳死肝移植が数多く行われるのに対して、わが国では、

脳死肝移植の数は欧米に遠く及ばない。そこで生体部分肝移植の症例数は年々

増加している137）。

脳死肝移植の絶対数が少ないことから、移植を希望しながら、それを待たず

に、患者が死亡する例が多いのが問題点である。過去に脳死肝移植を希望して

日本臓器移植ネットワークに登録した3,169名（累計登録）のうち、2019年11月

30日の時点ですでに1,336人が死亡しており、その他、34人が海外に渡航して

肝移植を受け、522人が生体肝移植を受けている138）。トータルで見ると、脳死

肝移植を希望して登録した人のうち、実際にわが国で脳死肝移植を受けること

ができた人571名（18％）に過ぎないのが現状である139）。

136) 東京大学医学部附属病院・人工臓器・移植外科「日本における肝移植の現状につ
いて」（www.u-tokyo-hbp-transplant-surgery.jp/dl/report_01.pdf）。

137) 日本移植学会「ファクトブック2019」（Ⅱ肝臓）。
138) 前掲「日本における肝移植の現状について」参照。
139) 前掲「日本における肝移植の現状について」参照。
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移植後の生存率については、2017年末の集計では、国内で脳死肝移植を受け

た375名の累積生存率につき、⚑年92％、⚓年90％、⚕年88％、10年82％、15

年76％となっている。一方、生体肝移植後の累積生存率は、⚑年86％、⚓年

82％、5年79％、10年74％、15年69％である。これによると、脳死移植と生体

移植の差はないといってよい。

わが国における脳死肝移植における現状は、絶対的に臓器提供数が不足して

いること、脳死肝移植レシピエントは重症例が多いこと、臓器阻血時間を短縮

する臓器分配システムがないことなど、分割肝移植を推進していく上で解決す

べき問題点が多く、わが国における脳死移植状況に適した脳死分割肝移植医療

の基盤整備が急務であるとされている140）。

⛹ 肺 移 植

肺移植には、脳死肺移植と生体肺移植があり、手術の種類としては両肺移植

と片肺移植がある。肺は、肝臓と違い再生することはない。1997年10月16日に

「臓器移植法」が施行され、脳死者からの臓器提供による移植が可能となった。

1998年10月には、生体肺移植が行われ、日本で初めて成功した。日本で最初の

脳死肺移植に成功したのは、2000年⚓月のことであった。肺移植は、他に有効

な治療法がなく、生命の危険が迫っていて（⚒年生存率が50％以下）、肺移植に

よって治癒が見込まれる場合に行われる。

肺移植は、わが国では1998年から実施され、2015年末時点で累計数は464例

（脳死片肺移植150例、脳死両側肺移植133例、生体肺葉移植181例）である。2019年現

在では、前に示した通り、477例となっている。症例数の多い適応疾患は、リ

ンパ脈管筋腫症、特発性間質性肺炎、肺高血圧症、気管支拡張症、造血幹細胞

移植後肺障害である141）。

肺移植を受けた患者の生存率は、脳死肺移植の場合、⚕年および10年生存率

140) 日本移植学会・脳死分割肝移植推進委員会事業「脳死分割肝移植ガイドライン」
Ver. 1.0,（2017/11/20）（http://jlts.umin.ac.jp/images/20171128guide_text.pdf）

141) 日本呼吸器学会「呼吸器の病気」「肺移植」（https://www. jrs.or. jp/modules/
citizen/index.php?content_id=45）参照。
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は各々72.1％、58.8％、生体肺葉移植の場合、各々71.7％、65.9％となってい

る。2010年⚗月に改正臓器移植法が成立し、脳死下臓器提供が可能となり、脳

死臓器移植数は増加傾向にある。

⛺ 膵 臓 移 植

膵臓移植は、⚑型糖尿病142）に対する根治療法として確立してきており、成

績は年々向上している。わが国では2000年に初めての脳死膵臓移植が行われ、

それ以降、脳死膵臓移植と比べて数は少ないが、生体膵臓移植も行われてい

る143）。しかし、両者を合計しても欧米諸国に比べると、膵臓移植は極めて少

ない。膵臓移植・膵島移植には、血管吻合法を用いた膵臓移植と、膵臓から膵

ランゲルハンス島細胞（膵島）を分離して移植する膵島移植がある144）。

以前に示した通り、2019年現在での単独の膵臓移植数は、66例、膵腎同

時移植が318例である。したがって、膵腎同時移植（SPK）の方が圧倒的に

多く、膵臓移植の約80％は膵腎同時移植である。その他のカテゴリーとし

て、腎移植後の膵単独移植（PAK）と、腎機能が保たれている⚑型糖尿病の

患者に対する膵単独移植（PTA）がある。「ファクトブック2019」によれば、

1997年10月「臓器の移植に関する法律」の施行後、2000年⚔月25日に第⚑

例の SPK が行われてから、2018年12月末日までに361例の脳死下での膵臓

移植（うち298例の SPK、45例の PAK［腎移植後］および18例の PTA）と⚓例の

心停止下での SPK が行われ、生体ドナーからの膵臓移植も27例行われた。

2010年⚗月の改正臓器移植法の施行後、脳死ドナーからの移植が増加して

いる145）。

142) 「⚑型糖尿病」は、膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞の障害によりインスリ
ンを産生できなくなり高血糖状態が続くため、注射によってインスリンを補う治療
が必要な、子供や若者に多い疾病であり、「⚒型糖尿病」は、遺伝的な要因に加え
て運動不足や食べ過ぎなどの生活習慣によって発症する中高年に多い疾病である。

143) 伊藤泰平・剣持敬・栗原啓・河合昭浩・會田直弘「移植医療と再生医療の進歩⚑
――膵臓移植の現状と展望」糖尿病61巻（2018）⚗号462頁参照。

144) 剣持敬「わが国の膵臓移植、膵島移植の現状と将来展望」日本組織適合性学会誌
22巻（2015）⚒号95頁以下。

145) 「ファクトブック2019」（www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2018.pdf） →
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さて、膵臓移植が必要となるのは、糖尿病の進行である。糖尿病の進行に

よって、細い血管の血流が低下し、さまざまな臓器に障害を引き起こし、それ

によって、様々な合併症（腎症、網膜症、神経障害）が引き起こされる146）。合併

症の一つである腎症から慢性腎不全に陥り、血液透析が必要になると、命にか

かわり、その平均余命は⚕年と推定され、糖尿病慢性腎不全となると、その⚕

年生存率は55％である147）。そこで、移植医療が必要となる。わが国では、⚑

型糖尿病患者のみが膵臓移植の対象となる。しかし、2010年⚗月17日に改正臓

器移植法の施行がなされ、脳死膵・腎同時移植症例は激増している。臓器移植

医療本来の姿であり、今後も脳死膵臓移植の増加に伴い、生体膵臓移植の症例

は限定的となると予想される。しかし、生体膵臓移植では、長期待機が不要で

あり、計画的に手術を行うことができ、安全性も高い、ABO 血液型不適合で

も可能などの多くの利点があり、重症⚑型糖尿病腎不全の患者の治療法のオプ

ションとしての意義を有する148）。

⛻ 小 腸 移 植

わが国で初めての小腸移植は、1996年である。小腸移植の適応疾患は、成

人・小児ともに短腸症候群が⚓分の⚒を占め、ほかに機能的的難治性腸管不全

である149）。1996年から2017年12月末までの小腸移植の総計は、24名に対して

27例の移植が実施された。ドナー別では脳死小腸移植が14例、生体小腸移植が

13例であった。年間の移植件数は、数件程度であり、他の臓器に比べると極端

に少ない150）。小腸についても、生体移植と脳死移植が行われているが、脳死

→ 参照。なお、2013年から脳死ドナーからの提供による膵島移植が可能となった（伊
藤ほか・前掲糖尿病61巻⚗号463頁）。

146) 一般社団法人日本肝胆膵外科学会「膵移植について」（http://www.jshbps.jp/
modules/public/index.php?content_id=19）参照。

147) 一般社団法人日本肝胆膵外科学会・同上。
148) 剣持敬「膵臓・膵島移植の現況と最新の研究――生体膵臓移植」膵臓26号⚒号

（2011年）43頁参照。
149) 上野豪久「小児短腸症候群・本邦の小腸移植症例について」外科と代謝・栄養49

巻⚑号（2015年⚒月）27頁以下参照。
150) 上野・前掲29頁。
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移植は、健康なドナーを傷つける必要がなく、また、小腸すべてを摘出できる

などの利点があるが、ドナーがいつ出現するのかわからないという欠点がある。

さらに、小腸は他の臓器よりも移植手術後に起こる拒絶反応が強いため、免疫

の力を抑え、かつ、小腸特有の腸内細菌を抑制する必要もあり、免疫の力のバ

ランスをとるのが難しいとされる。また、腸管不全に対して肝移植を実施して

も再び肝不全に陥ることがあり、本来、肝臓と小腸の同時移植が望ましいとい

う151）。

3．欧米主要国における臓器移植の現状

データが少し古いが、日本移植学会の資料152）によると、世界の臓器提供者

数は、2012年（2011年・2012年を含む）で、次頁のグラフ（⚖）の通りである。

その解説文によると、「アメリカでの2012年の⚑年間に実施された臓器移植は、

心臓移植2,300例以上、肝臓移植6,000例以上、腎臓移植16,000例以上」である。

次頁のグラフ（⚖）は、2012年の世界の臓器提供者数（人口100万対）である。

最新のデータによってそれぞれの国の現状を詳しく見ておこう。

⒜ アメリカ合衆国

次頁のグラフ（⚗)153）は、アメリカにおける待機リストに登録されている

人数（2017年度――11万⚕千人）と行われた移植数（2017年度―⚓万⚔千770人）お

よびドナーの数（2017年度――⚑万⚖千430人）である。次頁の円グラフ（⚘）は、

アメリカ合衆国における死者からの臓器提供と生体移植の割合を示している。

2018年度で、生体移植6,832件に対して死後移植は10,722件である。

ちなみに、アメリカにおける2018年度の臓器別の移植数154）は、グラフ（⚙）

151) 上野・前掲31頁。
152) 日本移植学会ホームページより（http://www.asas.or.jp/jst/general/data/qa1.

html）。
153) Organdonor. Gov.（U. S. Government Information on Organ Donation and

Transplantation）のサイトにおける Organ Donation Statistics, https: //www.
organdonor.gov/statistics-stories/statistics.html.

154) Organ Donation Statistics,（https: //www. organdonor. gov/statistics-stories/
statistics.html.）
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【グラフ⚖】世界の臓器提供者数（2012年)
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の通りである。腎臓がずば抜けて多く（21,167件）、次いで肝臓、心臓、肺、腎

膵同時、膵臓、腸、心肺同時の順になっている。

⒝ ドイツにおける臓器移植の現状

⒤ 臓器移植に関する統計

さらに比較のためドイツにおける臓器移植の現状につき、比較的詳しく見て

おこう。「ドイツにおける1998年から2018年までの脳死下臓器提供者の総数」
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【グラフ⚘】死亡ドナーと生体ドナーの数
Number of Deceased and Living Donors (2018)

Living -6,831
Deceased -10,722

【グラフ⚙】2018年の臓器毎の移植数（アメリカ)
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（Anzahl der postmortalen Organspender in Deutschland in den Jahren von 1998 bis

2018）をグラフで表すとともに解説を加えておく155）。次のグラフ（10）が示す

ように、全提供人数は、98年から2012年までは、1,000件を超え、07年には最

高の1,313件を超えたが、その後2013年度には、1,000件を大幅に割り（2012年

1046件）、876件（⚑年で16.3％減)156）、2014年には864件でその年までで最低を記

録したが、その後、2015年877件（名）、2016年857件の後、2017年には過去最

低を更新し、797件であった157）が、2018年にはじめて再び上昇に転じ、900件

を越し、955件（名）となった。2010年は、最近では、提供数の多い年であっ

たが、その年、約30パーセントの事案で、同意がなく、臓器提供は行われてい

ない158）。また、2014年には、提供数は、2,989の臓器数にまで、減少している

が、それでも、ユーロ・トランスプラント財団によるヨーロッパの国を越えた

臓器交換によって、なお、3,851の臓器が移植されている。その前年も、EU

域内で移植された臓器の余剰が認識される。それは、ドイツでは、他国への依

存性が明確化されている。

他のヨーロッパ諸国との比較によって、ドイツの臓器不足事情が鮮明になる。

すでに2012年にドイツは100万人あたり12.8人の早期提供があったが、それは、

ユーロ・トランスポートが仲介している諸国の統計では、下から⚒番目、全

ヨーロッパの比較では下から⚓番目である159）。2013年にはさらに悪化し、100

155) Vgl. Statista Das Statistik-Portal（https: //de. statista. com/statistik/daten/
studie/70873/umfrage/anzahl-der-postmortalen-organspender-in-deutschland/）

156) 提供された臓器数では、2012年3511個、2013年3034個で、13.6％減少した。
157) Deutscher Bundestag, Sachstand, Zur Feststellung des Todes als Voraussetzung

für die „postmortale“ Organspende in Deutschland, Österreich und der Schweiz,
WD 9/3000/092/18, Abschluss der Arbeit 14. Dezember 2018, in : https://www.
bundestag. de/resource/blob/592588/e10a648f7f226cfc14bfafb02ea1744a/WD-9-092-
18-pdf-data.pdf

158) Neuefeind, a.a.O., S. 35.
159) Späth, a.a.O., S. 24 f. なお、ユーロ・トランスプラントの年次報告（Annual Report

2018：Eurotransplant International Foundation）（https: //www. eurotransplant. org/
cms/mediaobject.php?file=ET_Jaarverslag_20186.pdf）の比較対象国は、オーストリア、
ベルギー、ドイツ、ハンガリー、クロアチア、ルクセンブルク、オランダ、ス →
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万人あたり10.9人、2015年には10.8となっている。同じ時期、ヨーロッパでス

ペインとクロアチアでは、スペイン35.1人とクロアチア36.5人、2015年にはそ

れぞれ39.7人、39.0人となっている。ちなみに、全ヨーロッパでドイツより下

はルクセンブルクであった（2012年7.9人、2015年5.3人）であったが、2018年に

は、ドイツが11.3人で11.6人のルクセンブルクを下回っている。次頁の「表

11」に、ユーロ・トランスプラントの2018年年次報告におけるドナー数、人口、

100万人当りのドナー数を挙げておく160）。

⛷ 2013年以降の臓器提供数の減少根拠

それでは、なぜ2013年以降2017年まで臓器提供数がこれほどに減少したので

あろううか161）。まず、先に紹介し、また、後に詳しく検討する（「Ⅻ．ドイツに

→ ロヴェニアであり、人口の多さ・国土の広さからしてドイツが桁違いであり（vgl.
a.a.O., S. 14 ff.）、臓器の必要絶体数も圧倒的に多い。

160) Annual Report, a.a.O., S. 17.
161) わが国では、いわゆるエアランゲン・ベイビーの事件が、臓器提供数の減少に寄

与したのではないかとする参議院臓器移植特別委員会でのある議員の発言（1997
年）を批判する見解が周知である。斎藤誠二「『脳死』と『妊娠』」法律のひろば48
巻⚘号（1995年）32頁、同「ドイツの臓器移植」西原古稀⚓巻59頁以下、とくに60
頁以下参照。
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【グラフ10】ドイツにおける1998年から2018年までの脳死下臓器提供者の総数
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おける臓器移植システムの問題点」参照）ように、ゲッティンゲン大学医学部付属

病院の「待機リスト」の操作のスキャンダルをはじめ、移植を行う病院での移

植をめぐる一連の不祥事の発覚が、移植医療に対する信頼を失わせたことが挙

げられる162）。これについて、Spiegel-Online の2013年11月12日の記事163）を見

ておくと、そこでは、「ドイツの臓器移植システムへの信頼が、昨年度、さま

ざまなクリニックで患者のデータが数多く操作された事件があったことが知ら

れるようになって以来、大きく損なわれた」ことが指摘されている。レーゲンス

ブルク164）、ゲッティンゲンや、ミュンヘンのイザール河右岸のクリニック165）、

162) これについては、Einleitung, in : Esser/Kahr/Kersting/Schäfer/Weber (Hrsg.),
Die Krise der Organspende, 2018, S. 7 f. 他方では、2012年の臓器移植法の改正に
より、メディアでの臓器移植に対する報道・誘導が以前に増して報じられるようにな
り、増加への準備が整ってきていた。ドイツ臓器移植協会（DSO）などの機構改革な
どについては、Frittkau, Beschaffen als Mission, in : (Hrsg.) Esser u.a., a.a.O., S. 17 ff.

163) https: //www. spiegel. de/gesundheit/diagnose/transplantationen-zahl-der-organs
pender-sinkt-auf-tiefstand-a-933057.html

164) レーゲンスブルク大学附属病院では、23件の移植に絡む操作事案の容疑がかけら
れた。その事件とは、ある医長（Oberarzt）が、ゲッティンゲン医学部大学病院
で2010年および2011年に提供臓器に関する待機リスト上の患者のデータを操作した
が、この人物が、以前に2003年から2008年までレーゲンスブルクの病院で働いてお
り、同様に移植に携わっていたが、院内での調査では、レーゲンスブルクでも、肝
臓移植の際に操作が行われた疑いがあるというものである（Tagesspiegel am 2.
08. 2012）。

165) イザール河右岸のミュンヘン大学附属病院での待機リスト操作事案では、連邦医
師会の審査・監視委員会の報告によれば、計28件の移植ガイドライン違反が指摘さ
れた。
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【表11】国別のドナー数、人口、100万人当りのドナー数（2018年)

A B D H HR L NL SLO 総計

提供者数 202 335 933 167 151 7 273 40 2,108

人口（100万人） 8.8 11.4 82.8 9.8 4.1 0.6 17.2 2.1 136.7

100万人当り 22.9 29.4 11.3 17.1 36.8 11.6 15.9 19.4 15.4

A＝オーストリア、B＝ベルギー、D＝ドイツ、H＝ハンガリー、HR＝クロアチア、L＝ルク
センブルク、NL＝オランダ、SLO＝スロヴェニア



およびライプツィッヒのクリニック166）の医師達が、患者を書類の上でのみ病

人とし、それによって、これらの患者たちがより早く命を救う臓器にありつい

たことで非難されたのである。その他、透析の記録において腎臓の損傷が改

変・偽造・仮装されて、臓器移植仲介を行うユーロ・トランスプラントに搬送

され、偽造された数値がマッチ・リストにおいて臓器提供順位の基礎に置かれ

た167）。このような「待機リスト・スキャダル」が、多くの移植関連病院で生

じた結果として、大きく「医療不信」に陥り、それによって深刻な「臓器不

足」が引き起こされた。しかし、臓器不足を生んだ遠因は、そもそもドイツの

臓器移植システム自体にあったのではないかが、反省されることになった168）。

⛸ 各個別臓器の提供数

次頁の「グラフ11」169）は、2010年から2019年⚖月までの「ドイツにおける

死後提供にかかる臓器数」であり、腎臓が最も多く、肝臓、心臓（2010年度⚓

位）、胚、膵臓の順になっている。2018年度でその数を見ると、まず、提供さ

れた臓器数は、総数で1,577個、「提供者数」は484名である。提供された臓器

のうち、最も多い腎臓で、810個、次いで肝臓で402個、肺で180個、心臓145個、

膵臓40個となっている。

166) 2010年、2012年に提供された肝臓が移植された182人の患者のうちの37人におい
て、そのデータが操作された。この事件では、患者は、血液透析を受けたことに
なっていたが、実際には受けていなかった。これによって患者の病状が実際よりも
重いものと見せかけ、臓器仲介所であるユーロ・トランスプラントから新しい肝臓
のより迅速な分配を受けたのである。2013年に三人の医師に対し捜査手続が開始さ
れ、ライプツィヒ検察庁は、故殺未遂と危険な傷害の容疑での捜査に着手した。

167) Lennart Späth, Die (potentielle) Umteilung von Lebenschancen als vollendetes
oder versuchtes Tötungs- oder Körperverletzungsdelikt ? 2018, S. 17 f.

168) 臓器不足と臓器配分の関係については、vgl. Sven Wedlich, Zuteilung von
Lebenschancen - zur Bedeutung von Verfahrensgerechtigkeit bei der Verteilung
von Lebenschancen in der Medizin am Beispiel des Transplantationsrechts, 2018,
S. 67 ff.

169) Vgl. Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO), Statistiken zur Organspende
(https://www.dso.de/)
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⛹ 待機リスト登録患者数

ドイツにおいては、2018年現在、約 9,500人の患者が、待機リストに登録さ

れている170）。もっとも多い待機リスト上の患者は、腎臓移植を待っているも

のである。若干の人々は、それに複数の臓器移植が重ねられている。2018年に

は、約5,000人の患者が新たに待機リストに挙げられた。待機リスト上の901人

の患者が、2018年中に死亡した。他の EU 諸国と比べると、待機リストに登

録されている人数は、ドイツが最も多い。ドイツにおいては、腎臓がもっとも

多く移植されている。2018年には、2,291の腎臓が移植され、そのうち、638が

生体移植であった。小腸移植が行われることは、極めて稀であり、2018年には

⚓件である。

⛺ 脳死に関する国民の理解

臓器移植の前提となる脳死について、国民の理解は得られているのであろうか。

170) これについては、Vgl. Statistiken zur Organspende für Deutschland und
Europa, (https: //www. organspende-info. de/zahlen-und-fakten/statistiken. html) ;
Deutsche Stiftung, Organspende und Transplantation in Deutschland 2018, S. 8, 9.
(https://www.dso.de/)
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【グラフ11】ドイツにおける死後提供にかかる臓器数
Postmortal gespendete Organe Deutschland Januar bis Juni
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ドイツでは、「健康に関する啓蒙連邦センター」（Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung）で行われたアンケート調査がそれを知る手がかりとなる。この機

関は、すでに1999年、2000年、2001年に「ドイツ連邦共和国における臓器移植

の心構え」と題して、2008年には「臓器移植および組織移植、一般国民への代

表質問調査」として、2010年および2013年には「臓器・組織提供に対する一般

国民の考え方、知識並びに行動」と題して調査が行われている。そのうち2010

年の調査を紹介しておく。この調査では、結論として、脳死は、「国民にとっ

て全く問題がない」としているが、これには、疑問が提起されている171）。

カールとヴェーバーのこの調査に関する分析によれば、「脳死概念につき理

解した人は臓器摘出が早すぎるのではないかという危惧はもっていない」とい

うこの調査の結論につき、調査質問の方法にはこの結論しか導けないような性

質のものだと批判する。質問では、脳死に関する三つの質問がなされている。

① 臓器摘出・移植の基準としての脳死の存在について、② 脳死概念の意味の

理解に関して、そして ③ 脳死診断の意味の理解についてである。最初の質問

についてのみその批判を紹介すると、まず、質問の形式として、三択で、①の

回答の選択肢として、心臓死、脳死、昏睡が挙げられ、回答者の21％が心臓死

を、70％が脳死を、⚔％が昏睡を選んでいる。彼らの独自の調査は、脳死の理

解につき、まず、回答者の自由記述に任せ、次に、一覧表で、関係する命題を

順に記述し、内容的に密接に関係する命題を一つの欄にまとめ、その卵の中で

関係する命題をスラッシュで区切った。例えば、第⚑の欄には「⚑．脳機能の

消失／脳は停止した／脳細胞が死滅／脳はもはや機能停止／脳が死滅」（392回

答）、第⚔欄には「⚔．脳波なし／脳波もはや測定不能／脳波ゼロ／測定可能

脳機能の不存在」（108回答）、第11欄には「11．精神的機能なし／理性は不在／

統制可能な考えはできない」（32回答）など、20欄まで示されて、回答者はそこ

171) これについては、vgl. Antje Kahl und Tina Weber, Zur Konstruktion von
Wissen über die Organspende unter besonderer Berücksichtigung des Hirntodes
(1) - Eine Analyse von Bevölkerungsbefragungen, in : Esser/Kahr/Kersting/
Schäfer/Weber (Hrsg.) a.a.O., S. 39 ff.
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から選ぶ。そうすると、脳死と臓器移植を結びつける理解はほとんどなかった。

それは、第15欄で「15．臓器が摘出されてよい／臓器提供が可能」（17回答）が

17人しか選択されなかったことから分かる172）。

結論として、両人は、被質問者の回答は、連邦センターへの回答よりも、

もっと複雑で両義的であるとする。脳死の理解が明白だとはとても言えない。

国民が脳死を人の死と同一視していることは、その調査のように一般化して質

問すると推論できない。脳死には問題がないという結論は導けない。というのは、

28％の回答者が「脳死した患者は、臓器提供者として利用されるべきではない」

に賛成しており、37％の回答者は脳死者の臓器の提供を受けるよりは、他人の人

工心臓ないし幹細胞から培養した臓器を希望すると回答しているからである173）。

⛻ 各個別臓器移植の特質

次のグラフ（12）は、2009年から2018年までの年次毎の死後摘出・移植にか

かる臓器数を示したものである。この表を見るとゲッティンゲン大学病院にお

ける待機リスト操作事件の発覚後の2011年から2017年までとくに、摘出・移植

の多い臓器である腎臓と肝臓につきその数は激減しているが、肺、心臓などに

ついては顕著な減少は見られない。

以下では、各臓器の移植に関するデータを若干検討しておこう。

①【腎臓】

まず、腎臓移植については、待機リストに登録されることの多い症状として、

嚢胞性心腎臓病、慢性腎臓病および慢性腎炎などがあり174）、その最終的段階

では、生命を維持するには透析治療が必要となる。腎臓機能の80-90％が失わ

れれば、代替機能を果たす必要が出てくる175）。当初は、透析が行われるが、

172) Kahl/Weber, a.a.O., S. 44 ff.
173) Kahl/Weber, a.a.O., S. 50.
174) 2018年の全部で59の主要診断のうち、最も多い症状は、待機リスト上では嚢胞性

腎臓病（421人）、慢性腎臓病（372人）、および慢性腎炎症候群（333人）であり、
次いでインスリン依存型糖尿病（⚑型）（220人）および高血圧腎臓病（206人）で
ある（vgl. a.a.O., DSO, Statistik）．

175) Neuefeind, a.a.O., S. 41.
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生活の質はそれによって大きく損なわれる。そこで、待機リストに登録される。

2018年には、約7,500人の患者が腎臓移植を待っており、2,291人に現に移植さ

れた176）。待機リスト上の待機者は、実際に移植される人数の約三倍である。

2018年には、ドイツの37の移植センタ－で計638個の腎臓が生体移植として移

176) Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO), Statistiken zur Organtransplantation
(https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/organtransplantation).
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【グラフ12】年次毎の死後摘出・移植にかかる臓器数
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植された。その割合は、27.8％である177）。平均的待機時間は2014年で⚕年か

ら⚖年である。2019年には、移植希望者は、2,799名、そのうち2,449名が新規

登録者で、350名が再登録者であった。生体移植は、520（24.4％）名、死後移

植は、1,612（75.6％）名であった178）。2018年からさらに遡ると、2002年から

2008年までは待機リストに登録された人数は、継続的に減少していたが、その

後2015年までは増減を繰り返しつつも減少傾向にあった。移植のための腎臓の

提供は、2004年には減少したが、2005年から2007年までは増加し、その傾向

は、しかし、2008年に終りを告げ、提供数は、2,167個にまで低下した179）。

2010年には再び増加したが、翌2011年には年に死後提供の腎臓数の急激な低下

の時期に入り、2014年には1,481個にまで減少した。2015年には再び1,520個に

増加したが、その後2017年には再び減少に転じ、2018年にようやく再び増加し

た。

腎臓移植については、新しい腎臓は、病腎臓に代えられる（同所性移植＝

orthotope Transplantation）のではなく、他の場所（腹膜の後ろ）に移植される

（異所性移植＝heterotope Transplantation）。腎臓移植は、今日では、合併症の発

生の稀な標準的手術になっているが、独自の問題も発生している。移植の失敗

の場合、再移植の候補となり、再移植は、全移植の20％以上となっている。術

後⚕年生存率は、2014年で平均75％弱であり、10年後の生存率は、ほぼ55％で

ある。術後は、免疫抑制を続けなければならないが、日常生活に戻ることがで

きる180）。透析治療に費やす時間、生活の質の制限、シリコンの管を手術して

腹腔に取り付けることを要し、しかも、重要なホルモンの産出には薬を飲まな

ければならない。透析患者には、それに伴う心不全などの後遺症が発生する181）。

177) DSO, a.a.O., 2018, Anteil der Nierenlebendspenden an der Nierentransplantation, .
178) DSO, a.a.O. 2019, (Nierentransplantation), S. 88 f.
179) 移植された腎臓数は、2007年に2,907個であったが、2008年には2,753に減少、

2014年には2,127個であったが、2015年には2,195個になり、増加に転じた。Vgl.
Wedlich, a.a.O., S. 67 f.

180) Neuefeind, a.a.O., S. 42.
181) わが国では、透析患者の死亡原因の第⚑位は、「心不全」、第⚒位は「感染症」、

第⚓位もしくは第⚔位は「脳血管障害（脳卒中〈脳出血・脳梗塞〉）」とされている。
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腎移植は、これらの問題をも解決する。

②【肝臓】

次に、肝臓については、それは、中心的な代謝のための臓器であり、炭水化

物、蛋白、脂肪を合成し、有機物を解毒し、エネルギーの素となるブドウ糖化

合物を貯蔵するにあたって生命にとり重要な役割を果たす。Ｃ型肝炎ウィルス、

アルコール中毒によって引き起こされる慢性肝炎の末期段階としての肝硬変が、

移植の最も多い原因となる疾病である。その他、肝癌、うっ滞性肝疾患、急性

肝不全などが移植を必要とする疾病となる。肝移植が、肝臓病の最も効果のあ

る治療法であるが、待機リストには適時登録する必要がある。生体移植の要件

は臓器移植法⚘条⚑項の厳格な要件を充たす必要がある。提供者は、肝臓の右

ないし左の部分を提供する。典型的な生体肝移植は、親の左葉を、酵素の欠陥

や胆管閉鎖症により生存に危険のある子供に移植するのが、典型例である182）。

待機リストへの登録数は、2019年で総計831の肝臓移植が実施されたが、1,246

の肝臓移植の待機リストへの新たな登録があった183）。2019年で計776の死後提

供による移植、生体肝移植は、54例が実施された184）。肝臓移植の19の主要診

断のうち2019年に待機リストに登録されたもので最も多かったのは、アルコー

ル性肝臓病、および肝臓繊維症および肝硬変であった185）。その際、一人の患

者に複数の死診断がありうる。2006年に配分基準が改正され、移植の切迫性が

基準とされるようになり、待機リスト上の死亡率は、2014年で約20％から

10％に減少した。しかし、同時に、移植後⚑年の死亡率は、以前の20％弱か

らほぼ30％へと上昇した。死亡例の大部分は、最初の⚑ケ月から⚖ケ月まで

に起こっている。他の臓器より移植後の拒絶反応は少ないが、薬剤による免

182) 今世紀に入って以来、わが国では、むしろ、成人同士の生体肝移植が増え、小児
への移植数を上回っている。なお、肝移植は、わが国では90％以上が生体肝移植で
ある。

183) DSO, a. a. O., 2019, Lebertransplantationen, S. 90 f. (https: //www. dso. de/
organspende/statistiken-berichte/organtransplantation).

184) DOS, a.a.O., Lebertransplantationen (ohne Lebendspende).
185) DSO, a.a.O. Indikationen für eine Lebertransplantation.

― 115 ― ( 639 )

わが国における臓器移植をめぐる法規制の現状と問題点



疫抑制が必要である186）。肝移植では、肝移植に特有の「分割肝移植」（Split-

Lebertransplantation）がある187）。これは、提供者の肝臓を分割し、二人のレシ

ピエントに移植するものである。通常、左葉と右葉のシンメトリーではない二

つの部分に分割される。左葉部分が小さいので子どもに、右葉は成人に移植さ

れる。ドイツでは連邦全体で、2018年に九つの移植センターで52の肝臓の移植

が、生体からの分割肝移植であった。2018年のすべての肝臓移植のうち約⚖％

が分割肝生体移植として実施された。分割肝移植が行われるのは、2014年で

ユーロ・トランスプラントにおける肝移植の10％であるという。透析技術の進

んだ腎臓と違って、肝臓の機能は、極めて部分的にしか機械に置き換えられな

い。短期の肝臓の代替機能は、体外で、血液を、皮膜を通して濾過する肝臓補

助システムを利用して果たされうるが、長期的には移植しかない188）。

③【心臓】

さらに、「心臓」189）については、それは、体内で血液を循環させるポンプの

役割を果たすが、臓器移植を受ける患者の約90％が、若者に比較的多い拡張型

心筋症ないし年輩者に多い冠状動脈の異常を原因とする。後者は、動脈硬化が

その例であり、心筋梗塞の危険がある。2019年には、計22の主要診断のうち、

心臓移植希望の待機リストへの登録の中の最も多い適応症は、拡張型心筋症な

らびに慢性虚血性心疾患であった190）。心臓移植は、心臓のポンプ機能が、十

分でなくなったときに必要となるが、まさに最終的な救命措置となる。待機リ

ストに登録された患者は、そのままでは⚑年以上は生きられない。2019年には、

186) Neuefeind, a.a.O., S. 44.
187) わが国の分割肝移植のガイドラインについては、日本移植学会・脳死分割肝移植

推進委員会事業「脳死分割肝移植ガイドライン」Ver. 1.0, 2017/11/20（http://jlts.
umin.ac.jp/images/20171128guide_text.pdf）および同2018年版（Ver. 1.1, 2028/1/
31）（jlts.umin.ac.jp/images/20180223guide_text.pd）。

188) Neuefeind, a.a.O., S. 45.
189) 日本における心臓移植については、日本循環器学会「2016年版 心臓移植に関す

る 提 言 Statement for heart transplantation（JCS 2016）」（www. j-circ. or. jp/
guideline/pdf/JCS2016_isobe_h.pdf）。

190) DOS, a.a.O., 2019, S. 85 (Herztransplantation).
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連邦全体で、344人の心臓移植が実施され、553人の心臓移植希望の待機リスト

への新規登録があった191）。2014年には、858人の移植を受ける候補者がいて

304人が移植を受けることができたにすぎなかった。ドイツにおける術後⚑年

の生存率は、近年悪化し、77％である。その原因として、提供できる心臓の数

が少なく、移植の必要性・緊急性が高い患者が移植を受けるが、これらの患者

については、すでに回復の見込みが極めて低くなっていることが挙げられてい

る192）。心臓の機能を代替する装置の開発はすでに60年代に始まっているが、

今日ではそれに取って替わるのではなく、心臓の機能を補助する装置（ペース

メーカー）の開発に力が注がれている。それは、移植待機期間中の暫定的措置

として位置づけられている。ほかにも、左の広背筋を用いて両心房を発展させ、

電気刺激によって心臓の拍動を補助する方法も開発されている。

④【肺・膵臓・小腸】

肺移植・膵臓移植、小腸移植に関しては、それぞれ若干その特徴について言

及しておこう。

肺移植の前提としての肺疾患は、肺の酸素交換機能の低下をもたらす。その

症状は、慢性閉塞性肺疾患、肺水腫、または嚢胞性繊維症として発現する。ド

イツでは、2019年には、ドイツで総計（他臓器との組合せを含む）361例の肺移

植が実施され、405人の患者が肺移植の待機リストに登録された193）。移植の主

要診断総計14例のうち、2019年における最も多い移植の適応症は、慢性閉塞性

肺疾患（134例）、次いで間質性肺疾患（101例）、嚢胞性繊維症（63例）であ

る194）。肺移植では、生体移植は稀であり、2019年度にはゼロである。心肺同

時移植も少なくない。心肺同時移植は、両臓器ともに回復不可能に機能不全に

陥り、個別の移植では役立たないとき、とくに心臓疾患が肺損傷をもたらすア

イゼンメンガー症候群195）が発症しているとき行われる。すでに呼吸器による

191) DOS, a.a.O., 2019, S. 84.
192) Neuefeind, a.a.O., S. 46.
193) DOS, a.a.O., S. 86 (Lungentransplantationen).
194) DOS, a.a.O., S.87 (Lungentransplantation).
195) アイゼンメンガー症候群（Eisenmenger Syndrom）は、オーストリアの医師 →
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呼吸の状態に陥っている患者については、移植後⚑年生存率は、2014年段階で

約60％、まだ自発呼吸できる状態では、その率は、それより20％ほど高い。

膵臓移植については、ドイツでは待機リスト上の登録は、多くないとされて

いる196）。膵臓の機能としては、タンパク質を溶かす「膵液」を作って膵管か

ら十二指腸に出す「外分泌機能」と、血糖や消化液の量を調節するホルモン

（インスリン、グルカゴン、ガストリンなど）を作って血液に出す「内分泌機能」

がある197）。膵臓移植の根拠は、インスリン分泌による血糖コントロール機能

の不全である。高齢者でインスリン分泌が減少すると、インスリン抵抗性

（Insulinresistenz＝インスリンが正常に働かない状態）が増し、老年性の糖尿病（⚒

型糖尿病＝Altersdiabete）となる。若者については、インスリンを分泌するラン

ゲルハンス細胞（Langerhans-Zelle）が遺伝欠陥や自己免疫疾患、ウィルス性の

炎症によって損なわれていたなら、⚑型糖尿病を発症する。膵臓移植は生活の

質を改善させる意味を持つにすぎないが、それには危険を伴うことがある。待

機リスト登録は、2011年以降減少し、2014年には15人の患者が登録しており、

120個の膵臓が移植されたに過ぎない。2019年には、膵臓移植および腎臓・膵

臓同時移植は、総計140の移植登録（新規登録は129）があり、膵臓移植が実施

されたのは、94例である。そのうち断然多い症例は、インスリン依存糖尿病

（⚑型糖尿病）であって、129例を数え、その他の症例は⚔例であり、各⚑例に

すぎない。その他、膵臓移植には、三つのやり方がある198）。① 膵臓単一移植、

② 膵臓連続移植、それに糖尿病による腎臓病に用いられる ③ 膵臓・腎臓同時

移植であり、最後のそれが最もよく行われる形式である。膵臓移植の方法は、

→ Viktor Eisenmenger（1864-1932）によって、1897年に報告された疾患。わが国で
は、「アイゼンメンゲル症候群」ともいわれる。先天性の心臓疾患を表す言葉。室
中隔欠損などの疾患により肺高血圧症が亢進し、シャント（Schunt）の右側が左
側より血圧が高くなり、チアノーゼを生じる心不全である。

196) Neuefeind, a.a.O., S. 49.
197) これについて、「国立がんセンター東病院」のサイトにおける説明（https://

www. ncc. go. jp/jp/ncce/clinic/hepatobiliary_and_pancreatic_surgery/050/3/
20171102164745.html）参照。

198) Neuefeind, a.a.O., S. 50 f.
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変化している。消化液の処理が難しいので、それは、当初、消化液の排泄管を

組織状の接着剤で管を閉鎖して行われ、腹膜炎を招いたが、後に膀胱へ流すよ

うになり、それの方法も、腎機能の低下により採られなくなった。今日では膵

臓は、小腸係蹄に側々吻合され、それによって消化液は、腸へと導かれる。持

続的な免疫抑制が不可避であり、術後の危険が高く、再移植率も高く⚓分の⚑

の患者が再手術を受けることとなる。しかし、特に腎臓・膵臓同時手術では、

成功率は高い。移植を受けた患者の生存の見込みは、通常人と同じであり、⚕

年後インスリン注射なして暮らすものが70％を超える。

最近では、糖尿患者の治療にいわゆる「膵島移植」が実施されている。膵島

とは、ランゲルハンス島199）のことで、膵島移植は、膵島細胞を膵臓から分離

して移植する細胞移植である。膵臓移植と異なり、外科手術が不要である点で、

患者の負担が少ない。ドイツでは1999年以来徐々に広まっている。この移植術

の成功の見込みは、近年著しく高まっている。世界中での成功率は、術後⚑年

で82％であり、⚓年後に75％である。しかし、インスリン依存から完全に解放

されるという目標の達成率については、膵臓全体の移植よりいまだ低い。

小腸移植については、ドイツで成功したのは1987年のことであり、移植の経

験は、臓器の中では最も少ない。小腸移植は、短腸症候群や腸管不全の治療の

た め 開 発 さ れ た。ク ロー ン 病（Morbus Crohn）や ガー ド ナー 症 候 群200）

（Gardner-Syndrom）によるものがその例である。ドイツでは、移植希望者は、

100万人に⚒名だと推測されている。移植までの待機時間は、⚖-⚘ケ月である。

2015年には、それまでより極端に減少し、たった⚑例の小腸移植が実施された

にすぎず、2016年には、⚔例、2017年⚓例、そして、2018年も、ドイツの三つ

の移植センター（イエナ、ミュンスター、テュービンゲン）で、⚓例以下の移植

199) ランゲルハンス島（Langerhans-Insel）とは、膵臓の中に島状に散在し，内分泌
機能を果す細胞群である。Paul Langerhans（1847-1888）に由来する。ランゲル
ハンスは、ベルリンのフィルヒョウ病理学研究所の研究員、後にフライブルク大学
教授となった。

200) 大腸における多数のポリープの発生，骨腫，軟部組織の腫瘍の三者を備えた疾患
をいう。これについては、1951年にアメリカで医師 E. J. Gardner が報告した。
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（生体小腸移植を除く）が実施されたに過ぎず201）、2019年も⚕例に過ぎない。小

腸の摘出も難しく、リンパ細胞も移植されるために生じる特殊な免疫反応が

いっそう困難を導く。これまで、移植の外科技術上の問題と並んでとくに拒絶

反応に伴う困難があったという。その他、提供者とレシピエントの大きさや体

重を合わせるのが困難である。従来、ドイツでは、術後⚑年の生存率は、約

80％である202）。

⒞ スイス

次のグラフ（13）は、2014年度から2018年度までのスイスにおける「待機リ

スト上の患者と移植を受けた患者」の数をグラフ化したものである203）。2018

年度の臓器毎の数を現したのが、その次の図（14）（「待機リストと移植：2018

年」）である204）。なお、このグラフは、2019年⚔月に、ドイツ語で作成されて

いるものを日本語に直し加工したものである。左が「待機リスト上の患者」数、

201) DSO, a.a.O., Dünndarmtransplantation, (https://www.dso.de/DSO-Infografiken/
DOT_2018_ 23_71_ Dünndarm TX.jpg)

202) Neuefeind, a.a.O., S. 53.
203) Swiss Transplant のホームページ https://www.swisstransplant.org、Jahreszahlen

参照。
204) Grafiken-Jahreszahlen, (https: //www. swisstransplant. org/de/infos-material/

statistiken/)
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【グラフ13】待機リスト上の患者数と移植を受けた患者数（2014年-2018年)
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右が「移植を受けた患者」数である。図の両端上から順に「心臓」「肺」「肝

臓」「腎臓」「膵臓」「小腸」を現している。この数字は、待機リストに載って

いる患者（2016年12月31日現在）プラス2017年に新たにリストアップされた患者

数である。数字のあとの「†」印を付した後の小活字による数字は、待機リス

トに載りながら死亡した患者数である。
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【グラフ14】待機リストと移植：2018年

待機リスト1，2 移植1

148†12 50
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352

17

0

87†4

407†29

1518†25
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1†0

心臓

肺

肝臓

腎臓

膵臓

小腸

心臓

肺

肝臓

腎臓

膵臓

小腸

⚑ 患者数
⚒ この数字は、2017年12月31日に待機リスト上にあった患者

数プラス2018年に新たにリストアップされた患者数の合計で
ある。

† 待機リストに上がっていて死亡した患者数

【表13】2019年待機リスト登録者・移植数

待機リスト
総数2149（46)

移植
総数582

心臓 141（7) 39

肺 91（4) 39

肝臓 427（18) 168

腎臓 1469（18) 332

膵臓 83（1) 25

小腸 2（0) 0

゜

゜



2019年の「待機リストと移植」は、表（13）のとおりである205）。括弧内の

数字は、待機リストに載りながら死亡した人数である。待機リストには⚑日以

上載った者を数え、各臓器については、複数の臓器についてリストに載った者、

移植した者をもそれぞれ⚑回と数えたが、「総数」については、これらも⚑回

とのみ数えた。

⒟ オーストリア

オーストリアの「2018年版移植年報」206）によると、2018年、オーストリア

では、202人の臓器提供者を数えた。これは、住民人口100万人あたり22.9人に

なる。前年より若干減少している。2018年にオーストリアでは、795例もの移

植が実施された。718例が死者からの移植であり、77例が生体からの移植であ

る。前年と比較すると、死者の臓器の移植の数も、それに加えて、生きている

人を加えての数も、ほぼ同数に留まっている。移植の数に関しては、国際的に

トップクラスである。2018年の待機リスト上の患者は、総じて826名であり、

何年か前まで減少していたが、⚖％増加に転じている。

次の表14.1から14.3207）までは、オーストリアでの2018年の移植件数を詳細

に表示したものである。表14.2は、待機リストに登録された臓器提供予定者の

数である。

肝臓移植を除くと、2018年オーストリアでの臓器毎の移植数は、前年の平均

値に対応している。肝臓移植の数は、過去⚓年、年に150弱から180強に増加し

ている。

205) スイス・トランスプラントのホームぺージ（https://www.swisstransplant.org）
の2019年「年次報告」（2019年⚑月⚑日～2019年12月31日のデータ）52頁より日本
語に加工の上作成。

206) Transplant-Jahresbericht 2018, S. 21 ff.（https://transplant.goeg.at/Jahresbericht
2018）ないし https://jasmin.goeg.at/1011/1/Transplant-Jahresbericht%202018.pdf
なお、2020年⚖月25日の時点で「Transplant-Jahresbericht 2019」はまだ公表され
ていないので、2018年の数字にとどまる。

207) オリジナルの「年報」の表のうち「表3.2」は省略したので、以下の番号は、一
つずれている。
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⒠ 諸外国との比較における日本の状況と特徴

わが国での移植数が少ない理由は、臓器移植法により、脳死での臓器提供は

「本人の提供意思を示した意思表示カード」と「家族の承諾」が必要とされた

ため、適応した提供者が少なかったことにあると考えられる。2010年の改正法

の施行によって、本人の書面による意思表示がない場合でも家族の承諾で脳死

下臓器提供が可能になったことにより臓器移植数は急激に増加したのではある

が、年間100件程度の移植は、先に示した「世界の臓器提供者数」に関するグ
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【表14.1】提供の類型毎の実施された移植の提供者

死亡ドナー（利用のあった者) 生きたドナー

脳死後提供 心臓死後提供

総数 199 7 72

総数 206

Transplant-Jahresbericht 2018, S. 21.（ただし、グラーツ、ウィーンな
どの年毎の数は省略）

＊Spenderaufkommen bei realisierten Transplantationen („utilized“) pro
Koordinationszentrum und Spendertyp (2018)

【表14.2】2018年12月31日現在の待機リスト〔移植予定の者の数〕

移植センター 心臓 腎臓 肝臓 肺 膵臓 総待機リスト

総数 60 597 87 72 10 826

Transplant-Jahresbericht 2018, S. 23.（ただし、グラーツ、ウィーンなどの年毎の数は省略）

【表14.3】2018年オーストリアにおける移植実施〔臓器毎〕

心臓 心臓・肺 肺 肝臓 TS 肝臓 LS 肝臓総数 腎臓
(膵臓同時）

TS

総数 65 0 114 175 7 182 344

腎臓 LS 腎臓総数 膵臓
(腎臓同時)

膵臓 膵臓総数 移植総数

総数 70 414 19 1 20 795

LS＝生きている提供者からの臓器提供、TS＝死亡した提供者からの臓器移植
＊Transplant-Jahresbericht 2018, S. 24. における都市毎の数字をオーストリア全土の総計のみ

に限定して表示した。



ラフを見るまでもなく、他の諸国と比べるといまだ極めて少ないと言える。

わが国の状況をさらに詳しく見るため、日本臓器移植ネットワークのニュー

ズレター2019年23号208）によると、「1995年⚔月から2019年⚙月末までに、脳

死下臓器提供件数は631件であり、心停止下臓器提供件数は1,677件」であり。

特に2010年⚗月の改正臓器移植法施行を機に、「家族の承諾で脳死下臓器提供

が可能になったため、脳死下臓器提供件数は大幅に増加し」、「2018年は66件、

2019年は⚙月末現在で66件」となっている。また、「心停止下臓器提供を含め

た全体の臓器提供件数は2018年95件、2019年⚙月末現在で90件」であった。改

正臓器移植法施行後の脳死下臓器提供545件（2010年⚗月17日～2019年⚙月30日）

のうち、429件（78.7％）は本人の書面による臓器提供の意思表示がない事例で

あり、家族の承諾により脳死下臓器提供する家族が増えて」いる。2019年⚙月

末現在で、移植を希望して登録している者は、「心臓777名、肺374名、肝臓326

名、膵臓214名、腎臓12,357名、小腸⚖名、合計13,853名」である。

しかし、前述のように、全体の臓器提供件数は減り続け、2019年で、90件に

とどまっている。アメリカでは2018年度の死後移植件数は、10,722件であり、

比べるまでもない。これをドイツで年間800～900人の提供者、スイスでのほぼ

500人のレシピエントと比べてもと日本の件数は異常に低い。欧米においても、

日本と同様、腎臓・肝臓の移植希望や移植数が多いのは共通しているが、原則

として提供者が死亡していることを前提とする心臓移植の数は大きく異なる。

3．国際比較から見える移植医療の現代的課題

以上のわが国および主要諸外国の移植の現状の検討から、一般的な移植医療

の「危険性」と「その課題」を見出し、どこでも見られる「慢性の臓器不足」

をどのように解消するのか、また、それらの課題を克服するに、「臓器移植に

代わる解決策」があるのかどうかについて検討しておく。

⒜ 移植医療の危険性

現在、移植医療は、先進諸国においては、重篤な臓器不全を克服する効果的

208) https://www.jotnw.or.jp/files/page/datas/newsletter/doc/nl23.pdf
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な治療法として、多くの経験を積み重ねて、移植技術が改良され、臓器保存の

可能性も高まり、さらに、アフターケアも充実し、最も成功率の高い治療方法

となっている。しかしながら、臓器移植は、現在もなお、移植を受けた患者に

とっての深刻な合併症となりうる危険性の高い手術であるといえる209）。この

手術の危険は、移植手術一般と拒否反応に分けることができる。

⒝ 一般的危険

そのような危険として挙げられるのは、手術の成功が、移植される「臓器の

質」にかかっているということである。質が高いときは、移植の成功率、移植

後の生存率・生存年数が高まる。しかし、提供臓器は、つねに不足しているが

ゆえに、質の低い臓器にまで拡張して、移植の対象とされることが増えている。

そこで、いわゆる「限界線上の提供臓器」（marginale Spendeorgane）までもが、

「拡大された提供基準」（erweiterte Spendekriterien）でもって提供されることで

足りるとされるようになった。例えば、阻血となるまでの時間が短く、臓器の

安全性検査が十分でないため、基準を緩和した場合には、感染の危険のある臓

器が提供されるおそれがある事態が生じる。ドイツでは、最近では、肝臓移植

において、ウィルス性肝炎、髄膜炎、アルコール依存症をもった患者の肝臓の

移植も認められるようになってきているという。この点は、後に詳しく検討す

るように、わが国でもいわゆる病腎移植の是非をめぐって問題化されているこ

とを注記しておく。ドイツでは、最近、統計上、55歳以上の年齢の提供者から

の移植の成功率は急激に下がるにもかかわらず、高齢の提供者の肝臓移植も許

容されるようになってきているという210）。肝臓移植につき、2013年の統計で

は、750件中332件が、提供者が56歳以上の場合である。64歳以上でも、201件

を数える。

「その他の一般的なリスク要因」としては、準備の不十分と臓器の搬送損傷、

とくに臓器摘出・移植時の臓器損傷である。あらゆる臓器の移植に妥当するの

が、外科医が精密な作業を要求されるという点である。正しい摘出技術が、そ

209) Neuefeind, a.a.O., S. 53.
210) Neuefeind, a.a.O., S. 54.
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れに続く移植の成功の決定的要因である。それが、臓器の質の内容に決定的に

影響するからである。

⒞ 臓器移植後の最大のリスク要因

その要因とは、レシピエントの拒絶反応である212）。免疫システムの本来の

機能は、異物と戦うことによって感染を防ぐことである。しかし、移植された

臓器も異物である。① 超急迫性（superakute）拒絶反応、② 急迫性（akute）拒

絶反応、③ 慢性（chronische）拒絶反応に分けられる。①は移植から数分から

数時間、②は、術後数日、③は、術後数年を超えて続く拒絶反応を意味する。

超急迫性拒絶反応が生じると、治療は通常困難であり、すぐに移植臓器の欠損

に至る。慢性拒絶反応に対しても、緩慢に進行するそのプロセスを食い止める

治療法は、従来、未発達である。急迫性拒絶反応だけが、免疫治療により従来

よりうまく制御できるようになった。基本的な免疫抑制剤としては、

Ciclosporin, Tacrolimus, Azathioprin, Corticosteroide および Mycophenolat

Mofetil がある。しかし、移植された臓器に対する免疫反応の抑制は、糖尿、

骨粗しょう症などのその他の通常の副作用を除いても、免疫システムの一般的

弱体化を招く。多くの臓器のレシピエントたちが、ウィルス性ないしバクテリ

ア性の疾患または真菌に感染する。その100人のうち約⚓人が⚑年後にガンを

211) Das Alter der Organspender im Jahr 2013 nach Organe.（http: //www.
organspende-wiki.de/wiki/index.php/Statistik/Spender#Alter_der_Organspender）

212) Neuefeind, a.a.O., S. 55 f.
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【表15】ドイツにおける2013年の臓器別臓器提供者の年齢211）

年齢 総計 腎臓 心臓 肺 肝臓 膵臓

0-15歳 29 25 20 7 24 13

16-55歳 441 409 235 211 394 107

56-64歳 158 149 39 60 131 0

65歳以上 237 208 5 39 201 0

総計 865 791 299 311 750 120



発症する213）。そこで、移植されたその臓器に特化した免疫耐性をもち、患者

の全体的免疫システムを弱めることのない将来の薬剤の開発を目指す研究が行

われている。

⒟ 移植医療の課題と展望

20世紀の後半に発展し、様々な新発見や改良を経て、技術的にも制度として

も確立してきた「移植医療」は、20世紀の最も成功した医学の分野であると

いっても過言ではない。しかし、最近では、繰り返し、一見乗り越え難いと思

われるような課題と障害に直面している。患者の病苦からの解放や苦痛緩和は、

「治療上の絶対的要請」（therapeutisches Imperativ）とされ、治療に方向づけら

れた研究義務が要求されている。将来の患者のための倫理的研究義務があると

いう主張には、今日争いはない214）としても、そもそも科学の発展の倫理的観

点からの「限界」が争われている。一定の治療上の措置等を認めないという倫

理的基準があるのかどうかなど、現代医学・移植医療は、医学的観点のみなら

ず、倫理的、法的観点からの問題提起にも向き合わねばならない。

⒤ 慢性的臓器不足の解消？

そもそも移植医療の成功は、かつて難治といわれた臓器不全を原因とする難

病から患者の命を救い、その生命の質を高める効果をもたらし、患者に希望を

与え、治療法として定着してきた。これによって、臓器の需要が高まり、待機

リストには多くの臓器提供を待つ患者が登録される状態になっている。これに

よって、多くの患者が、適合する臓器の提供を受けることなく死亡する例も増

えている215）。ドイツでは、生体移植の活用も論議されているが、腎臓と肝臓

213) Neuefeind, a.a.O., S. 56.
214) Neuefeind, a.a.O., S. 57.
215) ドイツでは、一日に⚓人がこのようにして亡くなっている（vgl. Neuefeind, a.a.

O., S. 57）。また、ドイツでは、2018年に、約5,00人の患者が待機リストに新たに
登録され、待機リスト上の901人の患者が、2018年中に死亡したので、一日ほぼ⚓
人の死亡は2018年にもあてはまる。なお、2017年⚖月21日の朝日新聞デジタルによ
ると、日本では、「心臓移植」に限るデータであるが、「日本臓器移植ネットワーク

（移植ネット）に登録したものの移植を受けられずに亡くなった人が2016年の⚑年
間で35人にのぼり、最多になった」という。ちなみに、2016年の心臓移植に関す →
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の部分移植、ごく稀には肺葉の移植がありうるのみである。日本における臓器

不足の解消は、焦眉の課題であるが、臓器提供の促進対策は十分に機能してい

ない。そこで、このような移植臓器の慢性的不足の状況から、誰に優先的に移

植するべきかという法的・倫理的問題も提起され、移植に代わる治療法も求め

られている。

⛷ 臓器移植に代わる暫定的解決策

そこで、医学の観点からは、その「暫定的解決策」として、以下の三つの方

策が提示されている。① 異種移植、② 幹細胞治療、③ 両者の組合せ、である。

まず、①「異種移植」については、動物の細胞、組織あるいは臓器の人間へ

の移植を可能とすることが、移植不足解消の希望の星となっている216）。この

方法は、ドイツでは、異種動物の臓器等は、薬事法（⚒条⚑項参照）の所管と

なっているが、この方法の問題点は、医学的可能性の点というよりは、むしろ、

倫理上の重大な疑念の点にある。異種移植を可能とするためには、当該動物を

遺伝的に変更する必要がある。例えば、形質転換して拒絶反応をなくした豚を

作り出して用いるが、それでも、臓器に対する防御反応を克服するするのは難

しい。従来の免疫抑制剤では、拒絶反応を適宜コントロールすることはまだ不

→ る臓器移植希望登録者数は、556名であった。別のデータでは、「心臓移植の再開に
伴い心臓移植希望の待機患者数は次第に増加し、2019年⚔月末までに1,684人が心
臓移植候補として登録され」、「原疾患の90％以上は拡張型心筋症あるいは拡張相肥
大型心筋症で」あり、そのうち、国内で456人に心臓移植（この他に⚓例の心肺同
時移植）が行われ」たが、「66人は渡航移植し、385人は待機中に亡くな」ったとさ
れている。さらに「先に述べた新規患者数から計算すると、心臓移植の適応があり
ながら亡くなっている人が毎年228人から670人いると推定され」るとされている

（日本心臓移植研究会の「移植レジストリ」「日本の心臓移植レジストリ」の「国内
の心臓移植の現状（2018年12月31日現在）」（http://www.jsht.jp/registry/japan/）
による）。したがって、日本での心臓移植待機中に亡くなった患者は、⚑日⚑人弱
から⚒人弱の割合と推測できる。2019年⚘月31日までの「移植レジストリ」につい
ては、http://www.jsht.jp/ レジストリ 20190831.pdf 参照。

216) 英語で、異種移植の危険とその対策について、どのような危険がありそれをどう
説明するかとその規制の可能性を論じたモノグラフィーとして、vgl. Sara
Fovargue, Xenotransplantation and Risk : Regulating a Developing Biotechnology,
2012, S. 1 ff., 5 f.
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可能である。さらに、動物の臓器の感染のリスクも完全に解明されたわけでは

ない。異種間人獣共通感染症（Xenozoonose）が引き起こされる危険は残ってい

る217）。疫病やパンデミックが起こる可能性もある。したがって、異種移植も、

いまだ人の臓器移植に代替し得るものではない。倫理上の疑念も大きい218）。

すなわち、「異種混合の身体」を作るという基本的倫理の上の問題はさておい

ても、患者がこのような移植を受け容れるか否かを決断するとき、その開発の

初期段階では、危険発生を禁じえない。そこでは、危険とその治療法の有益性

の確率が衡量されなければならない。しかも、術後も感染の危険を防止するた

め、患者の生活上の自由が制約され、しかも、他の人々に感染リスクが現実化

する恐れも払拭できない。さらに、どの患者に、人間の臓器が、どの患者に、

動物の臓器が移植されるのかをどのような基準で定めるのかも問題である219）。

その他の臓器移植に代わる措置としては、② 幹細胞治療（Stammzelletherapie）

がある220）。しかし、現在のところ、いまだ透析につき腎臓の代用が効くにす

ぎない。幹細胞では、いまだ治療法とされるほどに成果を上げているとはいえ

ない221）。パーキンソン病については、複能性をもつ幹細胞が胎児から採取さ

れ、移植され、骨髄移植においては、今日すでに、造血幹細胞が使用されてい

217) わが国における異種移植の規制としては、厚生労働省「異種移植の実施に伴う公
衆衛生上の感染症問題に関する指針」（平成13年）（https://www.mhlw.go. jp/
general/seido/kousei/i-kenkyu/isyoku/sisin.html）。その「前書き」によれば、ブ
タ内在性レトロウィルス（PERV）の感染例などを挙げ、「現時点では未知の感染
症の発生及び伝播が起こらないことを保証できる段階になく、同種委嘱とは異なる
予測困難な問題が残されている」ことを、指針の作成の必要性の根拠としている。

218) 連邦医師会およびドイツ移植協会（Deutsche Transplantationsgesellschaft）は、
この問題に医学的問題のみならず、法的・倫理的問題を検討する委員会を立ち上げ
ている。

219) Neuefeind, a.a.O., S. 61.
220) 再生医療の展望として、杉谷・前掲『脳死・移植医療』79頁以下、再生医療への

移行について、松山晃文「臓器移植・組織移植から再生医療へ」『移植医療のこれ
から』75頁以下参照。

221) 胚性幹細胞による治療などについては、山中「ヒトに関する生殖医療、遺伝子治
療および胚研究の法的規制――日独刑法の観点から」（⚒・完）法学論集69巻⚓号

（2019年）46頁以下参照。
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る。組織（Gewerbe）を作成するには、いわゆる「ティッシュ・エンジニアリ

ング222）（組織工学＝Tissue Engineering）」が重要である。母体内のそれと試験管

内のそれに分けられる。前者では、治療のプロセス自体が体内で刺激されるの

で、しばしば「再生医療」呼ばれる。後者では、できるだけ患者自身の細胞の

増殖・拡充を制御し、患者に移植される組織体を産出する。この方法は、拒絶

反応を回避できるメリットがある。しかし、試験管の中では、一つの臓器全体

のような複雑な組織の産出にはいまだ成功していない。幹細胞を用いた移植の

研究は始まっているが、いまだ移植された細胞が、長期的に見た場合にどのよ

うに作用し、何をもたらすのかは解明されていない。腫瘍が発生したり、移植

された細胞に対して自家免疫が誘導されたりすることもないとはいえない223）。

第⚓の方法としての③「異種移植と幹細胞治療の組合せ」による生きている

動物の中で機能上の臓器を産出するという方法について言及しておこう。この

方法は、絶対的なドナー不足と臓器移植に不可避であった免疫拒絶という障害

を克服する方法として将来有望である。この方法は、まず、患者自身の幹細胞

から動物の体内で必要な臓器を作り、それを患者に戻すというものである。つ

まり、動物の体内で人の臓器を作出するのだから、拒絶反応も起きないという

のである。すでに ES 細胞や iPS 細胞を受精後間もない胚（胚盤胞）に移入し

てキメラマウスを作ることに成功している。具体的には、臓器ニッチ、例えば

膵臓を欠損しているネズミに、胚盤胞補完によって iPS 細胞を移植し、膵臓

を作出するというものである224）。胚盤胞補完法とは、臓器がない（作られな

い）特殊な環境を動物体内に誘導し，この空間を多能性幹細胞の増殖・分化の

222) ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（J-TEC）という会社のホームペー
ジの説明によると、「ティッシュ・エンジニアリングとは、1993（平成⚕）年に米
国の研究者によって提唱された概念で、生きた細胞を使って本来の機能をできるだ
け保持した組織・臓器を人工的に作り出すことを目的」とする。

223) Neuefeind, a.a.O., S. 64. 幹細胞産出・移植がもたらす成果と課題については、山
中・前掲論文・同所参照。

224) 「胚盤胞補完法による多能性幹細胞からの臓器作出」（動物性集合胚の取り扱いに
関する作業部会・文部科学省〔150925〕）（https: //www. lifescience.mext. go. jp/
files/pdf/n1588_01.pd）．
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場として活用し，多能性幹細胞由来の臓器を形成させる方法225）をいうと定義

されている。すでに大型動物である豚についても、すなわち、膵臓欠損ブタを

利用して胚細胞由来の膵臓を作出することにも成功している。豚の成長を待ち、

人への移植に適する状態になったときに人に移植するというのである。患者の

体細胞から作出した幹細胞を用いて補完するなら、拒絶反応は防げるので、こ

れによって拒絶反応の問題も克服できる。しかし、わが国では、クローン技術

規制法によって、ヒトクローン胚、ヒト動物交雑胚などを人または動物の胎内

に移植してはならない（⚓条）と規制され、違反には罰則が設けられている

（16条）ほか、再生医療等安全性確保法によって、人の細胞や細胞加工物再生

医療等を提供しようとする者が講ずべき措置や特定細胞加工物の製造の強化等

の制度を設け、その違反には罰則をも設けているので226）、無条件でこの研究

が許容されるわけではない。異種移植・幹細胞からの移植組織等の産出・移植

については、その危険性と倫理的問題点ついて解決すべき課題がいまだ山積し

ている。

（未完）

225) 実験医学増刊34巻20号（羊土社）実験医学 online、（https://www.yodosha.co.jp/
jikkenigaku/keyword/3992.html）

226) これについて詳しくは、山中・前掲論文（1）法学論集69巻⚒号73頁以下、（⚒・
完）⚓号68頁以下参照。
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